
様式１ 2004/12/14　16:13

要望
管理番号

①措置の分
類

①－２措置の内容（対応策）
②現行の法規制等の内容及び関
連する規制改革措置の内容

③関連する官民間の競争条件均
一化措置

④開示する情報 ⑤その他必要事項 ⑥連絡先（担当者）について 提案事業名
①－１

「市場化テスト」の対象と
すべきと考える具体的な事業

①－２
提案理由

②－１
官民競争入札の結果、民間事業
者等が落札した場合、その参入
を阻害し得る現行の法規制の内

容

②－２
必要と考える具体的な規制緩和

措置

③
官民競争入札の実施に当たり、
必要と考える官民間の競争条件
の均一化措置の具体的な内容及

びその理由

④
開示すべきと考える具体

的な情報

⑤
その他必要と考える事項

制度の
所管官庁

２―１

ドキュメント管理
事業（公文書の管
理・運用・保管等
に係る事業）

国立公文書館所蔵の公文書の管
理・運用・保管業務

国立公文書館の公文書の管
理、保管、公開と言った一連
のバックオフィス業務を、民
間事業者の委託をすること
で、民間事業者の持つ優れた
文書情報のデジタル化技術・
ＩＴ技術を利用して、業務の
効率化やコスト削減と言った
効果だけではなく、利用者へ
の利便性向上を図ることも可
能となり、情報公開の観点か
らも有意義であると考える。

国立公文書館法第五条の特定独
立行政法人の規定により、民間
事業者の国立公文書館の事業参
加が阻まれている。

民間事業者においても、行政に
係る情報を扱うことが出来るよ
うにする。

官の持つ情報の全面開示（特
に、技術面における内容や、他
省庁や他業務との関連性）

各行政機関の公的文書の
種類、内容、使用方法や
目的、等の情報、現在の
公文書館の職員数、コス
ト、各種業務内容に関す
る情報の開示。

業者選定においては、設
備投資や職員への教育等
が必要である為に、最低
でも５年程度の継続受託
を前提としたい。又、単
純な入札ではなく、本業
務における技術的信頼性
を加味して、業者選定を
行う必要があると考え
る。

内閣府

２―２
運転免許証の交
付・更新事業

現在、各都道府県の公安委員会で
実施されている、運転免許証の交
付・更新・運転者講習に関する業
務。

・民間の自動車教習所などで
運転免許証の交付・更新が可
能になれば、申請者にとって
利便性が高まる。
・免許交付・更新手数料の削
減。
・更新の際の、運転者講習の
質の向上、費用の削減。

・落札者の評価に当たっては、
特に官側のコストのうち、免税
額・補助金額などを明示・公表
すること。
・落札者の評価に当たっては、
サービスの質についても充分評
価すること。

・現行の交付・更新事業
について、所要人員、費
用、業務量などの情報を
開示する必要がある。

・営業時間の延長
・土日祝日の営業

警察庁

２―３
「運転免許に係る
業務」

運転免許更新センター、警察署、
試験場で行う「運転免許に係る業
務」については、公共上の見地か
ら、3年間にわたり、順次民間に
移行する。　　　　17年度  更新
手続、 住所等変更手続
18年度  失効手続、再交付の手続
19年度  運転免許試験の実施、国
外運転免許証の手続

公正な更新、試験制度の維持
は民間でも可能である。テス
ト期間として2年間の猶予を
置く。

道路交通法
現行職員のUターン制度によ
り、雇用維持、業務の円滑な遂
行に配慮する。

「落札者の評価に当たっては、
コストだけでなくサービスの質
の向上についても総合的に評価
しなければ、民の創意工夫が適
切に評価されず、官民間の競争
条件が均一化されない懸念があ
る。」

①現行の関連する直接的
な費用のみならず、間接
的な費用に関する情報を
開示する必要がある。
②現行の免許更新等の事
業について、所要人員、
業務量といった情報を開
示する必要がある。

警察庁

２―４
「交通違反反則金
及び罰金の徴収事
業」

「交通違反に係る反則金及び罰金
の徴収に関する事務」

「反則金及び罰金の徴収につ
いて、これを民間が、未納分
の回収作業、及び、カード決
済、コンビニ収納といった方
式で実施することとすれば、
支払方法の多様化、未納の減
少などの点で改善が図り得
る。」

「未納分回収業務の受託につい
ては、弁護士法・サービサー法
により一般企業の法律事件に関
わる行為が禁止されている、及
び、未納反則金・罰金がサービ
サー法での対象債権となってい
ない。」

「弁護士法を取立て行為が行え
るように改正する事、及び、
サービサー法の対象債権とする
改正が必要である。」

「落札者の評価に当たっては、
徴収コストだけでなく、未徴収
の圧縮、市民の支払い方法多様
化も含め検討いただきたい。」

「現行の反則金・罰金徴
収について、関連する費
用及び、徴収状況関する
情報を開示する必要があ
る。」

「カード決済において
は、加盟店契約が必要で
ある。又、無線型カード
決済端末なども検討した
い。」

法務省
警察庁
財務省

２―５
「自衛隊後方支援
事業」

1.自衛隊地方連絡部の業務
①募集業務
②援護業務
③広報業務
④その他総務及び連絡等の業務

2.就職援護及び自動車教習等資格
教育
①退職前の再就職のための教育
②自動車教習所の資格取得教育
③その他関連業務・教育

3.駐屯地等業務隊、後方支援等の
業務
①防衛弘済会等へ委託している業
務（売店・食器洗い等）
②駐屯地施設管理（ボイラー・浴
室等）
③演習場管理
④自動車整備工場
⑤その他関連業務

1.現状
①米英他諸外国（タイ等の一部アジア諸国も含
む）では、採用、広報、就職援護、輸送、車両整
備、警備及び施設管理、給与支払い、予備役管
理・訓練、特殊教育訓練など多岐にわたりアウト
ソ-シングが行われている。
②殆どの地方自治体において募集等業務の責任及
び協力は有名無実化している。
③地方連絡部、業務隊他の後方支援業務に多くの
自衛官が従事している。
④自衛隊は現在、組織がピラミット型になってお
らず「幹部・曹」の比率が高く人件費が上昇し、
また、これにより「士」クラスの採用が抑制され
ている。よって、新規採用者の競争倍率は依然高
く、高学歴化し、高卒等若年層の雇用機会を制限
する結果になっている。
⑤自衛官の退職後の就職先の援護活動は十分とは
いえない。
⑥予備自衛官等の社会的認知度、質の向上等がさ
れておらず放置されている。

2.メリット
①後方支援にあたる自衛官及び事務官等を減ら
し、実働部隊に自衛官をシフトすることによるリ
ストラクチャリングにより防衛費（人件費等）を
削減できるとともに、人材を活性化し、受け皿・
緩衝組織として機能できる。
②ピラミット型組織への改革を後押しし、若年層
の雇用機会を広げられる。
③予備自衛官等の活用により柔軟性を確保すると
ともに、予備自衛官等の拡充により将来的な少子
化・若者不足に対応する手段となる。
④民意を吸収しやすくなることにより、シビリア
ンコントロール作用がさらに働き、また、有事法
制下等の民間協力の土壌を育成する。
⑤将来的には、技術者等をPKO活動等へ派遣する
人材ソース・パイプとなるなどの展開が考えられ
る。
⑥「安全保障と防衛力に関する懇談会」が先にま
とめた報告による、新たな防衛力整備の効率化・
合理化、安全保障シンクタンクの育成、人事施策
等を後押しすることができる。

1.自衛隊法第24条、第29条、第
97条等、自衛隊法施行令第48
条、第114～120条等の自衛隊地
方連絡部の任務及び地方自治体
の役割・義務に関する定め、並
びにこれらに関連する運用・給
与などの法令等
2.防衛大綱による定数等の問題
3.予算執行上の融通性・区分分
け弊害の問題

＜防衛庁側が懸念すると思われ
るリスク＞
①自衛官等募集の安定性への懸
念
②秘密保全（セキュリティ）上
の懸念
③募集・援護・広報といった自
衛隊の窓口が外部委託されるこ
とによる国民からの信頼性への
懸念
④自衛官等定数削減への懸念

1.左記関連する法規の改正及び
柔軟性の検討
2.早期退職者に対する給付金、
年金等の継続の問題
3.予備自衛官等の定数の見直し

1.予備自衛官等（退職自衛官、
非常勤の特別職国家公務員）
が、その業務の主要部分を行え
ば懸念事項及び官民業務の境界
のグレーゾーンの業務において
発生する問題（責任問題・重複
によるコストアップ）を解決で
きると判断する。
2.民がすることになった場合の
事務官等及び自衛官の本事業へ
の円滑な転職
3.入札する企業体は、人材派遣
会社、警備関係会社他現在予備
自衛官を多く採用している企業
など、また、防衛関連シンクタ
ンク・防衛関係協力会、地元協
力団体等のSPC会社が望ましいと
思われる。
4.建物・施設の所有、維持管理
に関する問題の解決・均一化処
置

1.自衛隊地方連絡部（出張所等すべて含
む）の人員及び事業費用（各県毎）
①細部地方連絡部業務内容（民間委託可否
表）
②人員数（事務官等・自衛官、各部署別）
③事業費用（募集・援護・広報・総務他）
④年間採用者数（陸海空他各課程毎・性学
歴年齢別）
⑤年間就職援護者数及び企業数
⑥管轄する予備自衛官等の人数
⑦広報活動の実態
⑧地方自治体の募集協力の実態
⑨自衛隊協力会等の状況
2.就職援護及び自動車教習等資格教育の人
員及び事業費用
①業務学校等における援護教育の状況（教
官等人数・入校及び受講者数・教育時間・
費用）
②自動車教習所の状況（教官等人数・入校
及び受講者数・教育時間・費用、警察等か
らの部外受入れ状況）
③その他委託可能な業務・教育
3.駐屯地等業務隊、後方支援等の業務の人
員及び事業費用
①細部業務内容（民間委託可否表）
②人員（事務官等・自衛官）及び事業費用
4.アウトソーシングの部内検討資料（平成
14年頃？）
①米国、英国等における軍事民間会社等へ
のアウトソーシングの状況
②部内のアウトソーシング検討資料
5.業務隊への退職自衛官の再雇用の部内検
討資料（平成15年頃）
6.自衛隊就職援護情報ネットワークシステ
ムの状況、自衛隊援護協会・退職自衛官無
料職業紹介所の協力実績、人員
7.予備自衛官及び即応予備自衛官の実態並
びに防衛庁サイドの認識

1.予備自衛官制度、即応
予備自衛官制度等の社会
的認知度の向上
2.予備自衛官、即応予備
自衛官等の制度改革（定
年を延長して人材を確保
するなど）、質の向上と
有効活用

防衛庁
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２―６ 「行政評価事業」

「現在総務省行政評価局が実施し
ている下記の行政評価事業」
①「行政苦情110番」；
行政評価苦情受付業務（電話）
※なお、民間へ業務委託を行なう
際に、問い合わせる国民の便益を
考慮して、8：30～17：00までの
対応時間を最終的に最大24時間対
応まで拡大して対応することがで
きる。
②「行政評価局へのご意見、お問
合せのコーナー」；
行政評価局への問い合わせ受付業
務（電子メール）
③政策評価業務；
上記２業務により収集できる「国
民の声」の分析ならびに結果のレ
ポーティング業務

「現行の行政評価事業の問題
点」
・職員が正社員または契約社
員中心であるため人件費が高
い　　　・行政評価対象地域
の住民と密着しきれていない
ため、行政を改善すべき点の
優先順位づけが難しい
（些細な事柄でも住民にとっ
て緊急を要する事柄に対し、
その重要度合いがわかりにく
い）　　　　　「本提案によ
る改善点」　　　　　・職員
に行政評価対象地域住民をア
ルバイトとして積極活用する
ので、人件費が抑制できる
・行政評価対象地域住民を職
員として採用するので、地域
事情に精通した“専門家”
が、精度の高い行政改善点の
優先順位付けをすることがで
きる。

「落札者の評価に当たっては、
コストと同様にサービスの質の
向上についても総合的に評価し
なければ、民の創意工夫が適切
に評価されない。今回のご提案
では、現状以下のコストでどれ
だけ地域に密着した行政評価が
可能になるかという点にあ
る。」

総務省

２―７ 選挙啓発事業
常時啓発・臨時啓発・国民運動推
進（選挙浄化）

１．国政・地方選挙を問わず投票率の長期
低迷傾向に対し、有権者の立場から見る
と、現行の選挙啓発事業は効果をあげてい
ない。その事業内容は、有権者の投票選択
に資する情報に乏しい選挙公報や旧態依然
としたティッシュ配布など、有権者の視点
が欠ける上、その意識変化にも対応してい
ない。よって、前例踏襲に陥りがちな行政
によらず、自由な発想が期待できる民間組
織による創意工夫が必要。選挙啓発活動を
行っているＮＰＯやコンサルティング会社
等に門戸を開けば、選挙公報やティッシュ
配布など旧態依然とした手法以外に、新し
い形態での情報提供や公開討論会を開催す
るなど有権者のニーズに即した選挙啓発活
動の余地が生まれる。その結果、投票率向
上も期待できる。

２．左記事業の一部は民間法人である「明
るい選挙推進協会」が補助金を受けて受託
している。その年間収入1,155,699 千円の
うち、78%＝898,786 千円が総務省からの
補助金・委託費等
（１5年度明るい選挙推進委託事業）。ま
た、再補助・再委託等の割合は86.9％で、
広告代理店・運送会社・印刷会社が受託し
ている。つまり、実質的に民間企業が事業
のほとんどを行っている。従って、実質的
に民間事業者が行っている事業に行政が介
在する余地は無い。
また、同協会が独占的に受注している実態
も問題が大きい。門戸は広く、そして受注
手続きは透明性を確保すべき。

総務省設置法、組織令、組織規
則を見る限り、認められない。
公選法施行令第１４章補則には
改正の余地がある。

入札参加者の門戸は広く、組織
形態による資格要件を設けな
い。

事業の性質上、地方選挙管理委
員会や報道関係団体との関係性
の深さに注意し、不当な働きか
けなどを排除しなければならな
い。また、「明るい選挙推進協
会」は年間収入の78%を総務省か
らの補助金・委託費等に依存し
ているため、同省との関係が深
いと推測されるので、同協会が
不当な優位性を持たぬよう注意
が必要。

実績から言えば、新規参入者が
圧倒的に不利になるので、新規
参入者が受注した場合に円滑に
事業が行えるよう、これまで同
事業により蓄積された行政情報
などはすべてオープンに提供す
べき。

これまで同事業により蓄
積されたすべての情報、
データなど。

総務省

２―８
各府省が実施して
いる国家資格試験
関連事務

各府省が実施している国家資格試
験の関連事務（広報、受付、会
場・人員手配等）
対象：法務省（司法試験、司法書
士試験、土地家屋調査士試験）、
金融庁（公認会計士試験）、特許
庁（弁理士試験）

国家試験の実施に係る広報・受
付・会場・人員手配等の事務は、
裁量の余地のない定型的事務とい
えます。これらの試験関連事務を
民間に委託することにより、試験
運営コストを大幅に削減し、国民
の受験料･検定料負担の軽減を図
ることが期待できます。

なし なし

○　落札者の評価に当たって
は、民側に負担させられる税額
分及びそれに伴う経理事務費を
適切に加除しなければ、民側が
不利な扱いを被ることとなる。

本業務要する直接的間接的
費用（活動基準原価計算等
の考え方を用いて算出した
もの）

法務省
金融庁
特許庁

２―９ 福利厚生事業

国等（各府省の内部部局、外局、
地方支分部局に加え、独立行政法
人、特殊法人等を含む。）各省庁
等が独自に行っている福利厚生事
業。 　　　　　　　　　（ 国土
交通省・文部科学省・法務省・厚
生労働省）

既に一部の中央省庁では実施
している福利厚生アウトソー
シングを活用することにより
下記効果あり。さらに各地方
支分部局や各地域の行政との
連携により地域における福利
厚生メニューの開発をするこ
とで、地域活性化が副次的な
効果をあげることができる。
＜福利厚生アウトソーシング
効果（一例）＞
●多様化する職員又は共済組
合員のニーズへの対応が可能
（一定の経費枠で多彩な福利
厚生サービス提供が可能）
●煩雑な事務作業の軽減
（予約受付代行、補助金管
理、情報告知等）
●システムインフラの提供
（補助金管理システムによる
精算代行、認証システム等）
●地域間格差の是正
⇒地域毎の福利厚生メニュー
を開発することで各省庁、行
政が関わっている「地域活性
化事業」とも繋がることとな
る。

現状、思い当たる法規制は特に
なし

但し、想定する課題としては下
記の通り
●現行の福利厚生制度（施設）
のスクラップの必然性
（既得権益の問題）
●横断的事業のため、複数財源
利用の可能性⇒福利厚生事業も
そうだが、地域活性化事業と連
携させるとなると各省庁とも調
整が必要
（その場合のそれぞれの規制が
あるかもしれない）
●業務軽減によりワークフロー
の見直し

②－１記述の通り、各省庁、各
部局に横断的に関わってくるの
で、それぞれの規制緩和が必要
となる可能性あり（特に財源の
関わるもの）

下記２点を要望
●双方の費用対効果を考慮いた
だき、アウトソーサーの福利厚
生サービス利用を前提とする
●落札者の評価に当たっては、
「見た目のコスト」、単なる効
率化だけではなく、サービス内
容の質の向上重視（職員の満足
度向上・会費からの補助金の使
途の透明性等）、現実的に達成
可能である提案であるかどうか
を評価いただきたい。⇒福利厚
生サービスの場合、効率化だけ
を追求するがあまりに職員の満
足度向上が達成されない危険性
もあるため。また、提案レベル
では実現不可能と思われる内容
を各社が提出するのを防ぐた
め、あらかじめ評価基準に加え
ていただきたい。

現行の福利厚生事業、地
域活性化事業の関連部局
（省庁）と直接、間接的
な費用について開示いた
だく必要あり

福利厚生事業の場合、新
しい事業でもあることか
ら、現在、監督官庁がな
い。したがって、この機
会に設置いただき、福利
厚生担当者だけでなく職
員側からも公平で透明性
のあるサービスとして評
価、指導していただきた
い。

国土交通省
文部科学省
法務省
厚生労働省

２―１０

政府開発援助イ
ンドシナ難民等
救援業務

現在、外務省が財団法人アジア
福祉教育財団難民事業本部に委
託して実施している難民支援事
業

現在の外務省が随意契約に
より、一貫して財団法人ア
ジア福祉教育財団難民事業
本部のみが事業の実施主体
となっているが、これを民
間のNPO等知見と経験を有す
る団体が実施することによ
り、コストの削減、難民へ
のサービスの拡充といった
点で改善が図りえると考え
られるため。

随意契約によって契約がなさ
れており、民間参入は許され
ていない。

現行の随意契約をあらため、
民間業者（NPO）を含めた競
争入札とする。

落札者の評価に当たっては、
実際の事業のみならず、管理
費を適切に加除することが望
まれる。

現行の政府開発援助イ
ンドシナ難民等救援業
務について、関連する
直接的な費用のみなら
ず、間接的な費用に関
する情報を開示する必
要がある。

公益法人改革の中で、
改善が困難であるとさ
れている。
（http://www.mofa.go.
jp/mofaj/annai/shocho
/koeki/kaikaku.html）

外務省
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２―１１

政府開発援助イ
ンドシナ難民等
救援業務

現在、外務省が財団法人アジア
福祉教育財団難民事業本部に委
託して実施している難民支援事
業

現在の外務省が随意契約に
より、一貫して財団法人ア
ジア福祉教育財団難民事業
本部のみが事業の実施主体
となっているが、これを民
間のNPO等知見と経験を有す
る団体が実施することによ
り、コストの削減、難民へ
のサービスの拡充といった
点で改善が図りえると考え
られるため。

随意契約によって契約がなさ
れており、民間参入は許され
ていない。

現行の随意契約をあらため、
民間業者（NPO）を含めた競
争入札とする。

落札者の評価に当たっては、
実際の事業のみならず、管理
費を適切に加除することが望
まれる。

現行の政府開発援助イ
ンドシナ難民等救援業
務について、関連する
直接的な費用のみなら
ず、間接的な費用に関
する情報を開示する必
要がある。

公益法人改革の中で、
改善が困難であるとさ
れている。
（http://www.mofa.go.
jp/mofaj/annai/shocho
/koeki/kaikaku.html）

外務省

２―１２
国税の徴収に関わ
る事務

現在国税局の集中電話催告セン
ターや各税務署が行っている国税
滞納者に対する文書・電話による
催告事務及び、国税局・税務署が
実施している現地調査や強制換価
手続等の支援事務

現在国税局や税務署が行っている
国税滞納者に対する文書･電話催
告及び、現地調査や強制換価手続
等の支援事務を、専門性を有する
司法書士に委ねることにより、税
務行政事務の簡素効率化とそれに
伴う経費削減が実現できます。事
務の簡素効率化によって、悪質・
処理困難事案に対する十分な事務
量の確保を図り、全体として効率
的・効果的な滞納整理を遂行して
いくことが可能となります。

なし なし

○　落札者の評価に当たって
は、民側に負担させられる税額
分及びそれに伴う経理事務費を
適切に加除しなければ、民側が
不利な扱いを被ることとなる。

本業務要する直接的間接的
費用（活動基準原価計算等
の考え方を用いて算出した
もの）

国税庁
法務省

２―１３ 遅延債権の徴収

国税、社会保険等の徴収率アップ
を図りながら業務費用の削減（効
率化）を目的として徴収に関わる
調査業務（架電、書類送付等）の
実施ノウハウを有する民間事業者
が実施する提案

　督促業務に関わる下記の業
務について民間事業者の効率
的、連関的な受託を実現した
い。　　　　①督促状の送付
業務　　②架電業務　　③不
明者の調査業務　　④２次督
促業務　　　⑤訴訟、執行手
続業務　　　⑥差押え業務

　 　 　 　 　
国税庁
厚生労働省

２―１４ 債権回収事業
国税庁(税務署)が実施している国
税未納者に対する回収受託事業

｢国税未納者｣に対する回収対
応は、国税庁の職員等の不足
もあり、思うように進んでい
ないのが現状だと推察され
る。この回収業務を経験豊富
な民間サービサーへ委託する
ことにより、大幅に回収が進
むと思われる。例えば、平日
はもちろん土曜・日曜・祝日
も平日同様に夜間架電(8時～
21時まで)を実施することによ
り、未納者との連絡がとれ、
支払いにつながっていくと思
われる。

現行のサービサー法(債権管理
回収業に関する特別措置法)で
は、本件については｢集金代行｣
としてしか取り扱い出来ない
為、本件を｢特定金銭債権｣に変
更していただく必要がある。

債権管理回収業に関する特別措
置法第二条第一項、債権管理回
収業に関する特別措置法施行令
第一条、第三条について規制緩
和を構ずることが必要。

 
各種税金の未納件数、未
納金額等

 
法務省
国税庁

２―１５ 「税金収納事業」 「税金の徴収に関する事務」

「税金の徴収について、これ
を民間が、未納分の回収作
業、及び、カード決済、コン
ビニ収納といった方式で実施
することとすれば、支払方法
の多様化など決済、遅延解消
などの点で改善が図り得
る。」

「未納分回収業務の受託につい
ては、弁護士法・サービサー法
により一般企業の法律事件に関
わる行為が禁止されている、及
び、未納税金がサービサー法で
の対象債権となっていない。」

「弁護士法を取立て行為が行え
るように改正する事、及び、
サービサー法の対象債権とする
改正が必要である。」

「落札者の評価に当たっては、
徴収コストだけでなく、未徴収
の圧縮、市民の支払い方法多様
化も含め検討いただきたい。」

「現行の税金徴収につい
て、関連する費用及び、
徴収状況関する情報を開
示する必要がある。」

「カード決済において
は、加盟店契約が必要で
ある。」

国税庁
財務省
法務省

２―１６
税務署等のバック
オフィス業務

申請者、来所者、納税者の持参資
料
とデータベースの照合作業

国税庁

２―１７

独立行政法人国立
印刷局の事業のう
ち、「情報製品事
業」（官報、法令
全書、白書、調査
統計資料その他の
刊行物の編集、印
刷、刊行）

独立行政法人国立印刷局の事業の
うち、「情報製品事業（官報、法
令全書、白書、調査統計資料その
他の刊行物の編集、印刷、刊
行）」を移管する。
セキュリティー製品事業（日本銀
行券、国債証券、印紙、郵便切
手、旅券冊子等の製造）は印刷局
に残し、造幣局との統合を行い、
通貨の一元発行を担う。
売上高（15年度）： セキュリ
ティー製品事業　 68,918,799（千
円）情報製品事業　18,603,713
（千円）。セキュリティ製品は、
従来どおり印刷局の業務とする
が、年間186億円の官報、法令全
書、白書等の情報製品の事業に関
しては、民間でも編集、印刷、刊
行できるものと考える。また政府
刊行物サービスセンターについて
も、民間委託する。
したがって、国立印刷局の業務の
うち、情報製品事業については、
中小印刷事業者の共同体、政府刊
行物サービスセンターの販売事業
は、地域の書店に委託することを
提案する。

その理由は、民間でも十分
実施できる印刷物を独占発
行し民業を圧迫しているこ
と、人件費コストが常勤職
員4907名（平均年齢43.2
歳）平均給与額5980千円と
なり、今後も高コスト体質
は変らないからである。ま
た、将来的には、独立行政
法人国立印刷局と、同じく
通貨制度の安定に寄与する
ことを目的とする独立行政
法人造幣局を統合し、銀行
券・貨幣の製造、銀行券・
貨幣に対する国民の信頼を
維持するために必要な情報
の提供を行うこと等によ
り、効率的かつ効果的な事
業展開を図るための布石で
ある。

独立行政法人国立印刷局法（平
成14年法律第41号）詳細は不明

「落札者の評価に当たっては、
コストだけでなくサービスの質
の向上についても総合的に評価
しなければ、民の創意工夫が適
切に評価されず、官民間の競争
条件が均一化されない懸念があ
る。」

①現行の情報製品事業に
ついて、関連する直接的
な費用のみならず、間接
的な費用に関する情報を
開示する必要がある。
②現行の情報製品事業に
ついて、所要人員、業務
量といった情報を開示す
る必要がある。

印刷局の現存工場の統廃
合

財務省
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２―１８
万博記念公園運営
事業

（独）日本万国博覧会記念機構が
行っている事業のうち、公園の運
営に関する事業。

万博公園事業は公園事業と基
金事業に大別される。
公園事業は国債等の運用益に
より黒字となっているもの
の、公園事業単体では赤字の
事業であるとなっている。
万博記念公園は機能的にはア
ミューズメントパークである
ため、この公園事業を民間に
開放（公設民営）し、民間の
創意工夫により収益性のある
事業の展開が可能であると思
われる（例：収入の2割増、費
用の3割減により黒転が可
能）。
一方、公園事業として行って
いる国債等の運用事業は基金
事業として機構が継続し（基
金事業でも国債等の運用を
行っている）、利益を出資者
（大阪府、国）へ配当し、地
元還元する。

当事業の民間解放の成果によ
り、国が運営するその他の記
念公園などでも（例えば、沖
縄海洋博公園、昭和念公園、
ひたち海浜公園等）展開が可
能となり、記念公園事業にお
いてより一層の効率化を図る
ことが期待できる。

独立行政法人日本万国博覧会記
念機構法

民間が万博公園の事業主体とな
るスキームとしては、以下の2
通りが考えられる。

1.国→民間
この場合、機構法から公園の運
営に関する部分の改定が必要。
または指定管理者制度を国の公
の施設まで対象を広げる。

2.国→大阪府→民間
公園事業を大阪府に委託する。
大阪府は自ら行うのではなく、
指定管理者制度の活用など、民
間に代行させる。この場合も機
構法から公園の運営に関する部
分の改定が必要である。

民間の評価の際は、価格面の評
価として法人税等の税金の発
生、サービス面として、民間に
よるサービスの質的向上も考慮
する必要がある（価格だけで評
価はしない）。

機構の財産と収支の内訳
（財務諸表の詳細）。

機構は資本金が1200億円
を越す巨大組織であり、
そのうち大阪府が570億
円、残りを国が出資して
いる。
機構の事業を民間開放す
ることにより、機構の負
担を軽減し、また、大阪
府や国の負担を軽くして
いくことが、今後の行政
施策として重要であると
思われる。

万博公園としては、減収
化をたどる収入を向上さ
せるため、公園内の運営
委託業務（施設のメ
ニュー）の構成や契約プ
ロセスの改定など、効率
化を図るための各種の見
直しが可能であり、積極
的に民間開放するべきで
ある。

財務省

２―１９

国立美術館・博物
館などの公的施設
等の整備・管理・
運営構築

新国立美術館（六本木）の整備・
管理・運営

新国立美術館は、従来の収蔵
品の保管・展示と違い、企画
展示を中心に運営される、国
立美術館の中では新しい形式
の美術館である。また立地条
件のよさから、多数の集客が
望める可能性があり、国民に
対する文化情報発信基地とし
て、多いに注目される存在で
あると考えられる。ただし、
現行の法規制で新国立美術館
の実施業務範囲から、美術館
内で商業系・エンターテイン
メント系のサービスの提供が
制約されている。これらの法
規制の緩和と、商業系・エン
ターテインメント系の事業企
画・プロデュース能力に長け
た民間事業者へ事業運営を解
放することで、民間事業者の
発想やリソースによる企画展
示やコンテンツの充実や、利
用者に対する新しいサービス
の提供が可能となり、集客数
の増大と利便性の向上を図る
ことが出来ると考える。

独立行政法人国立美術館法第三
条の特定独立行政法人の規定に
より、民間事業者の国立美術館
の事業参加が阻まれている。

法律改正（博物館・美術館施設
の基準緩和）→例：独立行政法
人国立美術館法第十一条の国立
美術館の業務範囲の基準緩和

官の持つ情報の全面開示

現行の国立美術館管理に
係る所要人員、コスト等
の情報、その他当該施設
の情報（利用者属性、
他）の開示。また、新国
立美術館の事業計画の開
示。

業者選定においては、付
帯施設の建設やそれに伴
う職員への教育等が必要
である為に、最低でも５
年程度の継続受託を前提
としたい。又、単純な入
札ではなく、本業務にお
ける利用者への新しい
サービス提供の利便性や
利用者数の増大と言った
予想される効果も加味し
て、総合評価で業者選定
を行う必要があると考え
る。

文部科学省
文化庁

２―２０

「国等が管理運営
を行っている広報
施設、展示施設、
資料館などの施設
の管理運営事業」

現在、国等の財団法人、独立行政法人等が
管理運営している広報（ＰＲ）施設、展示
施設、資料館、ビジターセンター、体験学
習施設、児童館等の維持管理および運営。
<事例：所管と具体的施設名>
（独）日本芸術文化振興会（所管：文部科
学省）国立劇場、伝統芸能情報館など
（独）国立博物館（所管：文部科学省）東
京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立
博物館、九州国立博物館（以上４施設）
（独）国立科学博物館（所管：文部科学
省）国立科学博物館、新宿分館など
（独）宇宙航空研究開発機構（所管：文部
科学省）航空宇宙技術研究センター（展示
室）、筑波宇宙センター（展示室）、種子
島宇宙センター（宇宙科学技術館）、沖縄
宇宙通信所（展示室）　など
（独）理化学研究所（所管：文部科学省）
本部事務棟内に展示ギャラリーを保有して
いる以外に、全国の科学館（科学技術館、
つくばエキスポセンター、大阪科学技術館
など）に出展している展示物
（独）科学技術振興機構（所管：文部科学
省）日本科学未来館
（独）核燃料サイクル開発機構（所管：文
部科学省）敦賀アトムプラザ、福井ビッグ
ハンドなど
（独）雇用・能力開発機構（所管：厚生労
働省）私のしごと館
（独）水資源機構（所管：国土交通省）全
国のダム管理所に併設された資料館＜例：
奈良俣ダム資料室、アクアプラザながら、
琵琶湖展示ホールなど＞

広報（ＰＲ）、参加体験、学
習機会提供、情報提供など、
不特定多数の利用者を対象と
するサービス機能をもつ施設
の管理運営は、民間でも実施
可能であり、国または独立行
政法人においても民間導入し
利用者へのサービス向上を図
るべきである。

現在、当該施設を運営してい
る、財団、独立行政法人等の業
務内容をすべて公開し、同一条
件で、コスト面、サービス内容
で競争できるようにすることが
必要。

現行の博物館等の展示施
設の管理に係る所要人
員、コスト等の情報、そ
の他当該施設の情報（利
用者属性、他）の開示。

施設を利用したサービス
の提供において、民間な
らではのアイディアが実
現できるように、収益性
を伴う事業の実施に制約
を設けないことが必要と
考えられる。

文部科学省
厚生労働省
国土交通省

２―２１
プール運営事業

「現在独立行政法人国立オリン
ピック記念青少年センターが行っ
ているプールの運営に関する事
業」

「現行のプール運営事業は、
ある意味重要な部分とされる
運営サービス（管理・安全監
視業務など）が毎年の競争入
札方式により実施されている
ようで、年度を跨いでの継続
的なサービスを提供すること
が出来てないように理解して
います。　　　　運営状況
も、一般開放中心で、健康増
進に関するサービスプログラ
ムは殆ど利用者の方には提供
されていない。民間のノウハ
ウを活かし、健康情報の発信
基地としての運営方法を弊社
としては是非提案させていた
だきたいと思っておりま
す。」

特に思い当たりません。 特に思い当たりません。

「落札者の評価に当たっては、
官側のコストとして、免税額・
補助金額を適切に加除しなけれ
ば、民側が不利な扱いを被るこ
ととなる。」
「落札者の評価に当たっては、
コストだけでなくサービスの質
の向上についても総合的に評価
しなければ、民の創意工夫が適
切に評価されず、官民間の競争
条件が均一化されない懸念があ
る。」　　　　上記２点につい
てはそのまま要望させていただ
きます。

「前年度を含めた３～５
年位のランニングコスト
を公開していただきた
い。」「各種図面（建
築・設備）をすべて公開
願いたい」

「もし地域的な条例や利
用者層の制限、営業時間
や休館に規制があるよう
であれば、その確認」

文部科学省
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２―２２
国立阿蘇青年の家
に関する運営事業

現在、左記建物に関するすべての
運営管理

民間による運営の方が事務処
理や収支計画に関する効率的
運営が可能になる。また施設
の利用目的を単に研修目的と
するよりも立地的条件から観
光基地としての側面も持たせ
るなどの幅広い運営を行うこ
とにより施設そのものだけで
なく、地域社会の活性化に繋
げる目的を地元業者として取
り組んでみたいと考えた。

法的には特になし。
左記のとおり研修のみの利用と
かいう縛りがあるならその撤
去。

文部科学省

２―２３
国立博物館の電子
化による情報公開
の民営化事業

国立博物館で開催する展示典の情
報を電子して公開し、集客を呼ぶ
と同時に国民の教養向上に資する
事業

文化庁のホームページで公開
されている重要文化財の画像
など電子化されている。国立
博物館の展示物を広く電子画
像化し広報することで、国民
の教養向上と集客向上を図
る。全国の国立博物館をつな
ぎ広報事業の民営化によりコ
スト縮減を図る。

　 　 　 現在の広報の内容と費用 　 文部科学省

２―２４
「国立大学授業料
収納事業」

「国立大学の授業料収納に関する
事務」

「授業料の収納について、こ
れを民間が、未納分の回収作
業、及びクレジット決済、
カード決済、コンビニ収納と
いった方式で実施することと
すれば、支払方法の多様化な
ど公共サービス向上の点で改
善が図り得る。」

「未納分回収業務の受託につい
ては、弁護士法・サービサー法
により一般企業の法律事件に関
わる行為が禁止されている、及
び、未納授業料がサービサー法
での対象債権となっていな
い。」

「弁護士法を取立て行為が行え
るように改正する事、及び、
サービサー法の対象債権とする
改正が必要である。」

「落札者の評価に当たっては、
収納コストだけでなく、市民の
支払い方法多様化も含め検討い
ただきたい。」

「現行の授業料収納につ
いて、関連する費用及
び、収納状況関する情報
を開示する必要があ
る。」

「カード決済、クレジッ
トにおいては、加盟店契
約が必要である。」

文部科学省
法務省

２―２５ 債権回収事業
独立行政法人日本学生支援機構が
実施している奨学金返還未納者に
対する回収受託事業

現在、独立行政法人日本学生
支援機構では、口座振替不能
者に対して電話による入金案
内業務を入札制度により当社
に委託している。更に、未払
金回収業務をサービサーで行
うことにより、延滞率の大幅
な改善が図り得ると思われ
る。

　 　  　  
法務省
文部科学省

２―２６

学校学生生徒旅客
運賃割引証（学割
証）の発行・管理
事業

現在、独立行政法人学生支援機構
が行っている学校学生生徒旅客運
賃割引証（学割証）の発行・管理
事業

現行、学校学生生徒旅客運賃
割引証（学割証）の発行・管
理事業は、交通機関であるJR
のみといった極端に限られた
適用範囲であり、これを民間
が適用範囲の拡大という点で
実施することができれば、学
生サービスの充実、学生の積
極的な勉強意欲の向上という
点で改善が図り得る。

１．参入障壁（財団学生支援機
構にのみ委託している理由）に
あたる法規制はわかりません。
２．学割証の利用範囲規制につ
いては、財団法人学生支援機構
が定める学校学生生徒旅客運賃
割引証（学割証）の使用に関す
る調書に基づいて規制されてい
る

利用範囲をJRに限定している
点、枚数制限等といった規制を
緩和・改革することを講ずるこ
とが必要基本：JR以外の交通機
関における学割適用の拡大,展
開：交通費以外の、書籍購入
費、資格試験費、就職活動時の
宿泊や留学といった適用範囲の
拡大

現行の独立行政法人学生
支援機構が行っている学
校学生生徒旅客運賃割引
証（学割証）の発行・管
理事業に対しての①助成
金額（業務委託費）②助
成（業務委託）項目③助
成金（業務委託）に対す
る義務・業務 その他、JR
への助成金があれば、JR
に対しての①助成金額②
助成項目③助成金に対す
る義務・業務

文部科学省

２―２７
ハローワーク
（公共職業紹介
所）

一つの紹介所が実施している業務
を一括して「公設民営方式」にて
実施。
官民競争の上、何れかが落札する
考え方からはずれているかもしれ
ないが、モデル事業では、複数の
紹介所を対象とし、一つの紹介所
毎に委託先を決めて（例えば官・
民・民）効果測定をしても、良い
のではないか。

厚生労働省

２―２８
ハローワーク宮崎
運営業務

現在ハローワークが実施している
業務全般、具体的には、求職者に
対する職業相談・助言、求人情報
の提供、雇用保険給付事務や求人
事業所に対する人材の紹介、雇用
保険適用事務、助成金支給業務な
ど全て。

現在のハローワークの求職者
に対する相談は表面的なもの
が多い様に思われる。そこ
で、相談員としてビジネス社
会での実務経験が豊富な人材
やキャリアカウンセラー等を
配置し、求職者に対し現在の
ビジネス社会のニーズに即し
た相談を行い、就業意欲の乏
しい求職者に対しては、より
具体的に就業意識の喚起を図
り、キャリアカウンセリング
以外にも履歴書・職務経歴書
の書き方や面接対応の指導を
積極的に行う事で、求職者の
質を高め、就職率のアップを
計る事ができる。一方、企業
に対する求職者の紹介も現在
のハローワークは、求職者の
経験等を余り考慮せず、本人
の希望のみで、その人材をそ
のまま企業に紹介している状
況が殆どだが、職業紹介は本
人のキャリアカウンセリング
の結果を十分考慮した上で行
い、求職者と求人企業双方の
無駄を出来るだけ省き、就職
でのミスマッチを減らす様す
る。又、ハローワークの運営
時間を平日夜間８時迄と土日
にも広げ、在職者のニーズに
も対応していく。

国際労働機関８８号条約によ
り、当該事業については民間事
業者の参入が認められていな
い。

国際労働機関８８号条約につい
て、民間企業が無料で職業紹介
を行える様、規制緩和を講ずる
ことが必要。

落札者の評価に当たっては、コ
ストのみならず、業務内容の質
の向上に関しても総合的に評価
しなければ、民の創意工夫が適
切に評価されず、官民間の競争
条件が均一化されない懸念があ
る。特に、業務内容の評価に関
しては、求職者や求人事業所に
よる評価も必要であると考え
る。

業務内容と業務毎の所要
人員、及び運営に関する
費用全般（人件費を含
む）

ハローワーク、ヤングハ
ローワーク、職業訓練機
関やその他就職支援業務
実施機関等が密接に協力
して、失業者対策の業務
をより効率的に行う事が
必要と思われる。

厚生労働省
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な

２―２９
民間版ハローワー
ク

現状ハローワーク（公共職業安定
所）で行っている。無料職業紹介
事業の民間開放。

グッドウィル・グループ㈱と
して再就職支援事業である㈱
ヒュー・マネジメント・ジャ
パンの再就職支援実績と「民
間委託による長期失業者の就
職事業」の実績を根幹に、
グッドウィルの軽作業派遣や
短期派遣の実績を加えた総合
的な就業形態を求職者に提案
出来る為。求職者の職業訓練
等も視野に入れた提案を考え
ております。   主な参入事業
として①ハローワーク再就職
希望者の相談窓口及び事務手
続き業務。②再就職関連助成
金の事務処理業務。③求人開
拓コンサルタント業務の請
負。④各種セミナーの請負。
を考えてます。

職業安定法
職業紹介時の紹介斡旋フィーに
関して協議が必要となるかと思
います。

ハローワーク別日時・月
次・年間の求職者数や紹
介決定数。求人会社名
等。又最低限のサービス
品質保持の為の業務ﾏﾆｭｱ
ﾙ。

厚生労働省

２―３０
地方における
職業紹介事業

現在地方のハローワークが行なっ
ている事業のうち職業紹介（職業
紹介業務・求人業務）に関する事
業。

現行のハローワークの職業紹
介事業は、紹介達成率約2割と
低い水準であると言われてお
り、特に首都圏以外の地域で
はうまく機能していないとい
う問題がある。これを特に首
都圏外における再就職支援事
業にて既に高いマッチング達
成率を有する弊社のような民
間事業者が、カウンセリング
＋積極的開拓型求人情報収集
および適切なマッチングとい
う再就職支援方式で実行する
こととすれば、紹介率の向上
という点で改善が図り得る。

現行のハローワーク職業
紹介事業について、関連
する直接的な費用のみな
らず、間接的な費用に関
する情報を開示する必要
がある。

厚生労働省

２―３１
職業紹介、職業訓
練事業

現在、厚生労働省(各地方労働局管
轄の職業安定所・職業訓練校など)
が行っている職業紹介、職業訓練
事業

１）現行の職業紹介事業は、職業安定所が行っているが、次のような問

題を有している。

(1)求職者の能力、業績、実績、適性などの実態が分からないまま求職

者を受付け、求職者の希望のみにより企業を紹介しているため、求職者

と求人側企業とのミスマッチが多い。

(2)求人側の企業の経営環境や就業実態、人間関係などの実態が分から

ないまま、求職者の希望のみで企業を紹介しているため、求職者と求人

側企業のミスマッチが多い。

(3)求職者が就職した後のフォローができていないため、退職・就職を

繰り返す者が多い。

(4)上記の結果、自信喪失になったり社会全体に対する批判的な気持ち

を抱いたり、自己逃避するなどして就業意識を失う若年者層が増加して

いる。（ニートの増加）

(5)求職者のうち身体障害者の就業先を選定する場合、どの企業のどの

業務・作業が、どのような障害者の向いているかなど、考慮した施策が

講じれていない。

(6)総じて、現状、企業へは具体的施策がないまま「お願い」をするの

みとなっており、また、求職者に対しては独自の判断に任せるのみであ

り、提案型の事業になっていない。例えば、各企業の業務・作業内容を

大まかでいいから把握し、求職者に対して「どの企業のどの職種が具体

的にどういった作業であるから向いているのでは」といった提案がなさ

れていない場合が多い。

２）現行の職業訓練事業は、次のような問題を有している。

(1)企業の実務・実態に即した職業訓練を実施していないため、企業側

にとって、「職業訓練を受けた人物だから雇用しよう」という意識が少

ない。

(2)職業訓練を受講する側の求職者のモチベーションを向上させるシス

テムが希薄であるため、「受講するだけ」という形式的なものになって

いる。

(3)本人の適性、適職に合った訓練がなされていないため、必ずしも訓

練を活かした就職ができていない。

(4)求人の多少に関わらず訓練を実施しているため、求人職種と訓練職

種のギャップがある。

(5)身体障害者や若年層、高齢者層といった、訓練者の状況に応じた訓

練システムになっていないため、スキル格差が大きくなっている。

３）その他の問題

(1)現状では、雇用確保・労働力確保のバランスがとれておらず、次の

ような問題があると思われる。

①今後おとずれる団塊世代定年後の人員不足対策

②企業の人的リストラ後の技術力低下対策

③少子化による労働力不足対策

④ニートなど浮動・未活性労働力の掘り起こし・活性化に関する対策

⑤企業の経営に踏み込んだ雇用確保(特に身体障害者・若年者・高齢者

１）職業紹介事業として認可さ
れていない事業者は職業紹介事
業ができない。
２）職業訓練に関しても同様の
認可が必要。

１）職業紹介事業を行う事業所
の認定に関する緩和または特例
措置

１）当該事業の場合、対応する
求職者の人数、紹介成立数、定
着率、訓練者数などの実績が伴
わなければ競争入札の意味がな
いため、対応人数や紹介成立な
どの実績に応じて単価換算した
入札も視野に入れるべきと思
う。
２）上記以外に、現状の職業紹
介、職業訓練の一部を競争入札
できる制度も欲しい。例えば、
①企業のワークシェアリング、
トライアル雇用、インターン
シップなどに関するアドバイス
の実施
②ニートなどの浮動労働力・未
活性労働力の実態調査
③就職先を紹介し、就職した後
の元求職者の実態調査(定着率な
ど)
④ニートや若年者に対する

１）現状の公的機関が
行っている次の実績
①紹介実績
②紹介後就職実績
③上記就職後の定着率
④上記②のうち、身体障
害者、若年者、高齢者の
実績(人数、比率)
⑤求人企業の公的機関に
よる求職者紹介実績
⑥求人企業の公的機関に
よる紹介者の就業実績
⑦現状、公的機関が行っ
ている求職者就職に関わ
る費用（一人当たり総額
経費）

厚生労働省

２―３２

現在札幌公共職業
安定所・札幌東公
共職業安定所・札
幌北公共職業安定
所の3所が行って
いる
1.求人開拓業務
2.職業相談（キャ
リアカウンセリン
グ）業務の受託ま
たは職業相談員
（キャリアカウン
セラー）の派遣業
務

現在札幌公共職業安定所・札幌東
公共職業安定所・札幌北公共職業
安定所の3所が行っている
1.求人開拓業務  2.職業相談
（キャリアカウンセリング）業務
の受託または職業相談員（キャリ
アカウンセラー）の派遣業務

現行、提供されているサービスを民間企業が実施
することで、下記メリットが得られると考えられ
る。１：求人開拓業務
ａ.隣接する３安定所の管轄する地域で実施して
いる求人開拓業務を一括実施し、民間の営業能力
により、効率を高めコストを削減することができ
る。                                    b.求
人企業のニーズを収集・整備し、企業に対し求職
者情報提案型ならびに求人創造型の求人開拓が出
来る。                                 ２：
民間ノウハウを活用したキャリアカウンセリング
の実施による求職者サポートの拡充
a.若年者向けキャリアカウンセリングの実施（弊
社では既に現在運営中のジョブカフェ北海道にて
若年者の就職サポートを実施しており、ノウハウ
を蓄積している。）          b.札幌圏の高校・
専門学校・短大・大学への訪問による在学生及び
卒業生に対するキャリアカウンセリングの実施。
（弊社ではジョブカフェ北海道の「学校派遣カウ
ンセリング事業」の実施やジョブカフェ北海道の
運営にて高校生や高校以上の若年者への就職サ
ポートを実施しており、ノウハウを蓄積してい
る。）      c.女性向けキャリアカウンセリング
の実施（弊社では既に北海道より受託の「平成16
年度再就職支援業務」にて女性クラスの運営をし
ており、ノウハウを蓄積している。）d.長期失業
者向けキャリアカウンセリングの実施（弊社では
既に財団法人高年齢者雇用開発協会より受託の
「民間委託による長期失業者の就職支援事業」に
て長期失業者の就職サポートを実施しており、ノ
ウハウを蓄積している。）e.キャリアカウンセリ
ングによって今後の活動方向を定め、職業紹介か
職業訓練・各種講座等の受講誘導を行い、フォ
ローカウンセリングを実施する。f.上記キャリア
カウンセリングを失業認定後すぐに実施すること
で、求職者の早期サポートが可能となり、失業期
間の長期化を防止できる。また、主婦や長期失業
者など、雇用保険を受給していない求職者に対し
ても働きかけることで上記サポートを実施し、雇
用情勢の改善を図ることができる。g.上記1によ
る｢求人開拓｣と2.による｢職業相談（ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝ
ｸﾞ）｣の実施により、求職者のニーズに合った職
種の開拓および求人ニーズの強い職種への求職者
の誘導などがワンストップサービスとして可能と
なる。

当方で現在把握している法規制
は下記の通りであるが、他の阻
害と成り得る法規制があれば調
査・照会頂きたい。１：職業安
定法第5条

１：職業安定法第1章第5条につ
いて、「政府の行う業務」と定
められている点の規制緩和・規
制改革を構ずることが必要。

1.官民競争均一化のため、ハー
ド面やコスト面だけでなく、ソ
フト面の評価も含んだ評価項目
の事前公開と、入札後の評価結
果の公開。

1.現在の当該事業の公共
職業安定所の運営に関す
る全ての諸経費、業務の
流れと内容、それに従事
する職員数、職員の雇用
形態に関する情報。2.当
該事業によって現状達成
されている具体的成果。

落札者が民間企業の場
合、他の職業安定所およ
び関係機関等とのスムー
ズな情報共有等の連携が
図られること。

厚生労働省
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２―３３

現在札幌公共職業
安定所の運営する
北海道キャリア交
流プラザが提供し
ている全てのサー
ビス

現在札幌公共職業安定所の運営す
る北海道キャリア交流プラザが提
供している全てのサービス

現行、提供されているサービスを民間企業
が実施することで、下記メリットが得られ
ると考えられる。１：既存サービスのクオ
リティ向上＜ハード面＞a.配置替え及び内
装・備品の入替えによる施設利用満足度の
向上と利用スペースの拡大＜ソフト面＞a.
窓口等の接客及び業務クォリティの向上
２：民間ノウハウを活用した新サービスの
付加による求職者サポートの拡充ａ.長期
失業者向けキャリアカウンセリングの実施
（弊社では既に財団法人高年齢者雇用開発
協会より受託の「民間委託による長期失業
者の就職支援事業」にて長期失業者の就職
サポートを実施しており、ノウハウを蓄積
している。）b.女性向けキャリアカウンセ
リングの実施（弊社では既に北海道より受
託の「平成16年度再就職支援業務」にて女
性クラスの運営をしており、ノウハウを蓄
積している。）c.就職に必要な各種講座の
開催（弊社では既に道内各自治体より受
託・運営している事業にて、面接・履歴
書・職務経歴書・ビジネスマナー等の講座
を開催しており、ノウハウを蓄積してい
る。）ｄ.再就職支援を、プロフェッショ
ナルなキャリアカウンセリングと職業訓練
の選択・受講指示・受講推薦、並びに求人
開拓と一体化することで、質の高い効率的
なサービスが可能であると考える。ｅ.
サービスの対象を拡大し30歳以上65歳未満
の男女とする。f.サービスの対象を拡大し
人員削減や業績不振などで失職リスクのあ
る在職者にもカウンセリングサービスを提
供することが出来るものとする。

当方で現在把握している法規制
は下記の通りであるが、他の阻
害と成り得る法規制があれば調
査・照会頂きたい。職業安定法
第5条

職業安定法第5条について、
「政府の行う業務」と定められ
ている点の規制緩和・規制改革
を構ずることが必要。

ａ.官民競争均一化のため、ハー
ド面やコスト面だけでなく、ソ
フト面の評価も含んだ評価項目
の事前公開と、入札後の評価結
果の公開。ｂ.現状提供している
サービスの内容の詳細

ａ.現在の北海道キャリア
交流プラザの運営に関す
る全ての諸経費、業務の
流れと内容、それに従事
する職員数、職員の雇用
形態に関する情報b.現状
達成されている具体的成
果

ａ.落札者が民間企業の場
合、他の職業安定所との
スムーズな情報共有等の
連携が図られること。b.
ハローワーク及び札幌人
材銀行からの受講指示が
適切に行なわれること。
c.実績によって予算等を
拡大が出来ること

厚生労働省

２―３４
現在札幌人材銀行
が提供している全
てのサービス

現在札幌人材銀行が提供している
全てのサービス

現行、提供されているサービスを民間企業
が実施することで、下記メリットが得られ
ると考えられる。１：既存サービスのクオ
リティ向上＜ハード面＞a.配置替え及び内
装・備品の入替えによる施設利用満足度の
向上と利用スペースの拡大＜ソフト面＞a.
窓口等の接客及び業務クォリティの向上
２：民間ノウハウを活用した新サービスの
付加による求職者サポートの拡充ａ.長期
失業者向けキャリアカウンセリングの実施
（弊社では既に財団法人高年齢者雇用開発
協会より受託の「民間委託による長期失業
者の就職支援事業」にて長期失業者の就職
サポートを実施しており、ノウハウを蓄積
している。）b.女性向けキャリアカウンセ
リングの実施（弊社では既に北海道より受
託の「平成16年度再就職支援業務」にて女
性クラスの運営をしており、ノウハウを蓄
積している。）c.就職に必要な各種講座の
開催（弊社では既に道内各自治体より受
託・運営している事業にて、面接・履歴
書・職務経歴書・ビジネスマナー等の講座
を開催しており、ノウハウを蓄積してい
る。）ｄ.再就職支援を、プロフェッショ
ナルなキャリアカウンセリングと職業訓練
の選択・受講指示・受講推薦、並びに求人
開拓と一体化することで、質の高い効率的
なサービスが可能であると考える。ｅ.
サービスの対象を拡大し30歳以上65歳未満
の男女とする。f.サービスの対象を拡大し
人員削減や業績不振などで失職リスクのあ
る在職者にもカウンセリングサービスを提
供することが出来るものとする。

当方で現在把握している法規制
は下記の通りであるが、他の阻
害と成り得る法規制があれば調
査・照会頂きたい。１：職業安
定法第5条2：職業安定法第2章
第9条3：ＩＬＯ第88号条約第2
条4：ＩＬＯ第88号条約第9条第
1項5：ＩＬＯ第88号条約第9条
第2項

１：職業安定法第1章第5条につ
いて、「政府の行う業務」と定
められている点の規制緩和・規
制改革を構ずることが必要。
2：職業安定法第2章第9条につ
いて、「職員は、人事院の定め
る資格又は経験を有する者でな
ければならない」と定められて
いる点の規制緩和・規制改革を
構ずることが必要。3：ＩＬＯ
第88号条約第2条の「職業安定
組織は、国の機関の指揮監督下
にある職業安定機関の全国的体
系で構成される。」と定められ
ている点について、条約に抵触
しない解釈を構ずることが必
要。4：ＩＬＯ第88号条約第9条
第1項の「職業安定組織の職員
は、公務員でなければならな
い。」と定められている点につ
いて、条約に抵触しない解釈を
構ずることが必要。5：ＩＬＯ
第88号条約第9条第2項の「職業
安定組織の職員は、国内の法令
で定める公務員の採用に関する
条件に従い、その任務の遂行に
必要な資格を特に考慮して採用
しなければならない。」と定め
られている点について、条約に
抵触しない解釈を構ずることが
必要。

ａ.官民競争均一化のため、ハー
ド面やコスト面だけでなく、ソ
フト面の評価も含んだ評価項目
の事前公開と、入札後の評価結
果の公開。ｂ.現状提供している
サービスの内容の詳細

ａ.現在の札幌人材銀行の
運営に関する全ての諸経
費、業務の流れと内容、
それに従事する職員数、
職員の雇用形態に関する
情報。b.現状達成されて
いる具体的成果。

ａ.落札者が民間企業の場
合、他の職業安定所との
スムーズな情報共有等の
連携が図られること。ｂ.
落札者が民間企業の場
合、現行使用しているシ
ステム（求人検索端末や
求職者情報管理システム
等）全ての使用許可。ｃ.
ハローワークからの受講
指示が適切に行なわれる
こと。ｄ.実績によって予
算等を拡大が出来るこ
と。

厚生労働省

２―３５ ヤングハローワー
ク等運営事業

厚生労働省が設置・運営する公共
職業安定所のうち、大都市圏にお
けるヤングハローワーク、ヤング
ワークプラザ、ジョブカフェ等の
若年者向け職業紹介施設の一括運
営。（たとえば、現在、東京都渋
谷区にあるヤングハローワークの
運営を一括して行うこと。）

厚生労働省は現在、ヤングハローワー
ク、ヤングワークプラザ等若年者向け
公共職業安定所に加えて、地方公共団
体が設置する「ジョブカフェ」におい
て若年者向けの職業紹介事業を行って
いるほか、雇用・能力開発機構を通じ
て「ヤングﾞ・ジョブスポット」の運
営を行っている。また、勤労青少年
ホームにおいてキャリア形成支援事業
を実施するなど、若年者向けの就業支
援施策は多岐にわたる。これらの事業
はそもそもの目的や歴史的背景が異な
るとはいえ、直接の実施主体が異なる
等の理由から重複する部分があった
り、一貫性を欠いたりするなどの問題
を抱えている。将来的には、若年者に
対する就業支援施設を集約する必要が
あると考える。その端緒として、厚生
労働省が大都市圏に設置しているヤン
グハローワーク等の運営を一括して民
間に任せ、民間が得意とするキャリア
カウンセリング技術を生かし、また、
世の中に散在している求人情報や派遣
情報などを含む多様な就業チャネルも
活用しながら、効率的で成果のあがる
就業支援を行う必要があると考える。
なお、若年者の中には、将来的に公的
支援から切り離し、民間のサービス
（＝事業主または個人等による受益者
負担）により運営できる可能性のある
層が一定の割合で存在するものと思わ
れる。

職業安定法第32条の3第2項にお
いて、「手数料を求職者から徴
収することが当該求職者の利益
のために必要であると認められ
るときとして厚生労働省令で定
めるとき」に手数料が徴収でき
る旨が規定されている。現在
は、「芸能家又はモデルの職業
に紹介した求職者」および「年
収700万円超の科学技術者、経
営管理者又は熟練技能者の職業
に紹介した求職者」が手数料徴
収の対象となっているが、将来
的に国の予算への依存を可能な
限り少なくする観点から、一定
の範囲・条件下でいわゆる受益
者負担を実現するべく、対象や
名目等に関する制限を緩和して
いただきたい。

左記参照

ヤングハローワーク等の若年者向け職業
紹介施設の機能を民間が完全に代替する
ため、責任者および従業員は民間事業者
の者とするほか、事業企画・運営を民間
事業者の手によって主体的に行う観点か
ら、少なくとも以下の措置が必要と考え
る。なお、現在の施設および什器・備品
等はそのまま民間事業者が使用すること
を前提とする。

・ヤングハローワークは「概ね30歳未満
の」若年者を対象にしており、それ以外
の求職者には同じ地域にある公共職業安
定所がサービスを提供していることか
ら、同一管内にある公共職業安定所と
は、現在の両者の役割分担と同様に、お
互いの求職者をスムーズに案内できるよ
うな協力関係のもとに運営する。

・ヤングハローワークにおいても4週間に
1度の失業認定を行うため、認定業務その
ものを民間事業者に委ねるか、これが困
難である場合には、必要に応じて公共職
業安定所の職員を若干名配置する。

・公共職業安定所が持つ求人情報の全国
的なネットワークを損なわないよう、ヤ
ングハローワーク等においても「総合的
雇用情報システム」および「求人自己検
索端末」等の情報を民間事業者が使用で
きることとする。

・その他、公共職業安定所が全国一律に
提供することを目的とした機能について
も同様に、民間事業者が使用できること
とする。

●労働保険特別会計から支出されて
いる「トライアル雇用奨励金」
（2004年度68.8億円）、「若年者
ジョブサポーター」（同6.6億円）
など、一般会計のみならず、求職者
を雇用する場合に事業主に給付され
る助成金や他の雇用促進に関する対
策の実施に係る費用など、特別会計
から支出される予算を加えて算出し
た公共職業安定所の運営費用の総額
およびヤングハローワーク等若年者
向け職業紹介施設個々の運営に係る
費用ならびに職員数（一般職員およ
び臨時雇用の職員）。
なお、上記費用の算出に当たって
は、特別会計および一般会計より支
出される予算の費目および金額（独
立行政法人および公益法人等を通じ
て支出されているものも含む）、そ
れぞれの事業目的に伴う実績数値を
すべて明らかにしていただきたい。

●企業から徴収している雇用・労災
保険料のうち、雇用安定等事業費に
充てられている5,352.3億円（2003
年度）について、従業員数ごとの区
分による1企業当たりの年間負担
額。

●現在、大都市圏に設置されている
ヤングハローワーク、ヤングワーク
プラザ等における就業決定実績およ
び各種プログラム、サービスの利用
者実績。

●市場化テストの実施期間中は公共職業安
定所と同様に「無料」職業紹介事業を行う
ことになると考えるが、将来的に国の予算
への依存を可能な限り少なくする観点か
ら、一定の範囲・条件下で「有料」事業の
試みを行うことを許容していただきたい。
このため、職業紹介事業を行うに当たって
は、有料職業紹介事業の許可を取得したい
と考えている。

●本年10月6日の規制改革・民間開放推進
会議　雇用・労働ワーキンググループの会
合において、高校生の職業紹介について民
間事業者が何らの制限なくこれを行うこと
ができるとの考えが厚生労働省から示され
たところであるが、これを事業主および文
部科学省、都道府県教育委員会、高校現場
等に周知し、学校と事業主、民間事業者の
協力が一層進むよう尽力願いたい。

●採用等に伴い国から事業主に対して給付
される助成金等のなかには、本来の目的に
照らして充分な効果が認められないものも
あるのではないか。そのような助成金等は
廃止すべきと考えるが、仮に、一定の就業
促進効果が認められる場合であって、公共
職業安定所の職業紹介を給付の条件として
いる助成金等については、職業紹介に限ら
ず民間事業者を通じて就業した場合にも給
付の対象にすべきではないかと考える。

●本来の目的である求職者の就業・定着を
実現するため、いわゆる職業紹介に限ら
ず、民間事業者の援助による求職者の自律
的な就職活動で就業した場合も含めた就職
件数およびその効率を事業評価の対象とし
ていただきたい。

厚生労働省

２―３６
若年層向け職業支

援事業

現在ハローワークが行なっている
事業のうち主に概ね30代未満の若
年層に対する職業紹介・職業訓
練・相談事業。（もしくはジョブ
カフェ事業）

トライアル雇用制度の活用だ
けでは、若年層の就労意欲と
機会は生まれないと考える。
それに合わせて､職業への理解
を促進する仕組みを官民競合
して考え出していく必要があ
る。

現在、トライアル雇用制度の活
用には、ハローワークの紹介に
よって採用しなければいけない
ことになっている（民営紹介会
社からは不可）。

民営紹介会社からの紹介でもト
ライアル雇用制度を活用できる
ようにする必要がある。

現行の若年層に対する職
業紹介・職業訓練・職業
相談事業について、関連
する直接的な費用のみな
らず、間接的な費用に関
する情報を開示する必要
がある。

厚生労働省

7 / 15 ページ



様式１ 2004/12/14　16:13

２―３７
高校生のキャリア
教育支援事業

１．学校任せの職業教育訓練機会
の代行と職業情報・就職情報の提
案
（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟｱﾚﾝｼﾞ、職業ｶｳﾝｾﾗｰ派
遣、職業紹介、求人企業紹介、企
業ﾆｰｽﾞに合った教育訓練）

２．職業教育・進路指導の人材関
連企業活用
（ｷｬﾘｱ教育の年間運営、進路指導
者・教師の啓蒙、ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾗｰの派
遣、職業教育のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画・運
営　等）

３．民間人校長、教師の紹介と再
就職支援
（専門分野の民間人活用）
（別添資料参照）

１．教科書的な職業指導から
民間の実績を背景にしたキャ
リアカウンセリングによる就
労観・職業観の醸成が若年者
の失業率低減に効果大。

２．企業ﾆｰｽﾞに基づく職業訓
練やｲﾝﾀｰﾝｼﾌﾟの導入により学
校のｵﾘｼﾞﾅﾘﾃｨ造り、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝ
ｸﾞをサポート

３．民間のノウハウを活用
し、職業教育による学生の
「自律・自立」を具現化する

☆職業観、就労観の確立には
思春期における「仕事観と人
生観」に対する意識改革が急
務。高校時代からの現実社会
への理解を促す。

内閣府
文部科学省
厚生労働省
経済産業省

２―３８
「民間委託の就職
相談事業」

「現在ハローワークが実施してい
る就職斡旋事業の内、相談事業に
ついて民間に委託することによっ
て　①長期失業者の発生をおさ
え、失業率のいっそうの改善を目
指す
②若年層の適職診断と早期就職の
達成を実現する」

1.　現行のハローワークの紹介事業
は、1日当たりの来訪者が多く
（例：都心のハローワークの来訪者、
一日当り1000人～1500人）個別の相談
時間がとりにくい状況にあると聞いて
いる。
ここに、就職活動中の方々に専門的な
知識のあるｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが個別相談に応じ
ることによって、早期の就職の実現を
はかり、失業率の改善策をはかると共
に、雇用保険の失業手当の受給を引き
下げることが出来る。

2.　1～5年にわたる長期失業者の方々
の9割は、実際に個別の相談を受けて
いないのが実状である。長期失業者に
なる前に個別相談に親身になって乗る
ことが出来れば、現状よりも短期で就
職することにより、雇用状況が改善さ
れると考えられる。

3.　方法としては、雇用保険の受給者
に１人3回分の相談チケットを配分
し、そのチケットはハローワークで
使っても良いし、民間の紹介事業各社
で使ってもよいこととする。
「鉄は熱いうちに打て」というように
失業となった早期の時点で　①将来の
人生設計　②適性把握　③就職への最
短の道を示す、　ことによって失業率
は改善されると考えている。相談が紹
介につながるケースが増えることが望
ましい。

「ハローワークの業務を有料で
受託する方策は認められていな
い」

「ハローワークは、公的機関と
して、公平で無料サービスを提
供している。しかし、民間で出
来る部分は出来るだけ民営化
し、無料のサービスは、就職困
難者であるとか、障害者等ハン
ディキャップのある方々（特に
社会的弱者）へ強化していくこ
とが望ましい。かつ官民は、
サービスの内容で競争すること
が相互の活性化につながるので
ある。将来方向としては、就職
は自助努力を基本として、有料
サービス化が望ましい．

「サービスの受益者が選択する
ことによって、必要なサービス
を受けられることが望ましい。
チケット制とすることによっ
て、官と民の知恵とサービス水
準の向上が期待出来る。

「１人当たり2時間程度の
コンサルティングと、３
回は相談が必要とすれば
1回当たり　1.5万円
3回当たり　4.5万円
で就職率を改善すること
が可能である。

早期就職達成による雇用保険の減額相当分をこ

の事業に投入すると良い。

又、現在ハローワークで行っているアドバイ

ザー事業は、この相談事業に移管する方向で再

検討する。

------------------------------------------

-------

1‐②の具体的提案

「就職早期実現のためのチケット制度の創設」

1.失業者は会社事由であろうと、個人事由であ

ろうと雇用保険の受給手続の時に、就職相談チ

ケット3枚を受領する。

2.このチケットは、本人の希望によりハロー

ワークを使っても、民間人材会社を使ってもよ

い。

3.本人はハローワーク、民間会社の窓口に行っ

て3回までは自由に、個人相談に乗ってもらう

ことが出来る。

4.就職相談が、職業紹介にまで進展することは

認められる。

5.チケットは1回当たり、1.5万円で2時間迄の

相談が可能であり、本人はチケットを窓口に提

示する。

6.ハローワーク、民営紹介事業者は、このチ

ケットをまとめて月1回、雇用保険窓口に申請

すれば、委託料として1回1.5万円を受領出来る

ものとする。この人が3ヶ月以内に就職した場

合は、3ヶ月定着を確認の上、10万円を受領出

来る。

7.雇用保険の一部を早期退職事業に使うため、

雇用保険受給終了後のチケット使用は認められ

ない。

8.早期退職者に対しては、早期就職努力報奨と

して、雇用保険の受領予定金額の70％を本人に

支給する。（１０％がチケット費用に当てられ

ることになる）

　⇒上記のように、民間紹介事業者が就職促進

の相談事業を行うことにより　①雇用保険の財

政を改善する　②失業者の減少に役立つ　③ハ

ローワークと民間事業者の協力と競争を実現す

ることが出来る。

厚生労働省

２―３９
シニアハローワー
ク事業

シニア専門（４０歳以上）の無料
職業紹介事業及び有料の再就職支
援事業（公設民営方式）
※当初は既存のハローワーク内に
併設
　
①求人の受付
②新規求人開拓
③新規雇用の提案・創設
④企業向けセミナーの開催
⑤企業交流会の開催
⑥ボランティアスタッフの登録
⑦新規雇用形態の提案
⑧キャリアカウンセリング
⑨就職セミナー
⑩各種助成金の相談
⑪雇用保険の給付
⑫再就職支援事業

少子化高齢化が急速に進み、
更には「終身雇用制」が完全
に崩壊した現在の労働市場に
おいて中高年を取り巻く環境
は厳しく、改善の兆しが見え
ません。中長期的な視点に立
てば、40代～60代の中高年の
労働力を有効活用し、積極的
に雇用する為の「新たなビジ
ネスモデル」を構築する事は
急務と言えます。現在の再就
職支援事業や助成金の給付は
対処療法の域に留まっていま
す。「民」のノウハウを活用
して受け入れ先企業へ積極的
提案を行い「官」が後方支援
するスキーム「新たな雇用を
創設する恒久的な事業」がい
ま求められています。

無料職業紹介事業と有料再就職
支援事業（ｱｳﾄﾌﾟﾚｰｽﾒﾝﾄ）の両
立は事業許可、免許の取得等の
面から考えて可能か？またハ
ローワークが派遣事業の免許を
取得する事は可能か？

落札者の評価は、以下の４点に
関して評価していただきたい。
　
①就業率を向上させる為の具体
的な施策や取組を提案出来る
か。
②当該業務の経験、実績を有し
ているか。
③同一条件、同一環境において
コスト面で現状より効率的な提
案がなされているか。
④長期的ビジョンを有している

（首都圏の）ハローワー
クに於ける中高年対象の
職業紹介事業について下
記の項目に関して情報開
示をお願いします。
　
①直接的・間接的コスト
の明細の開示
②担当者一人当たりの年
間紹介者数の内訳
③年間の求職総数と求人
企業集について
④適応可能な助成金の種
類と支給総額
⑤同様業務を民間等に外
部委託した場合のコスト
の明細とマッチング状
況。

「モデル事業」の観点か
らも当初は既存のハロー
ワークに併設が実際的で
あると考ます。
①各業務担当に関しては
独自の担当者を配置する
必要があります。また、
必要に応じ　て、現担当
者の出向・転籍　も視野
に入れております。
②データベース等既存の
インフラを共有する一方
で、独自の設備の設置も
必要と考えます。

厚生労働省

２―４０
民間版シルバー人
材センター

短期請負事業及び人材紹介/請負者
であるシルバー人材センターを民
間が耐えうる利益性を確保するこ
とにより、一気にマッチングが高
まり、中高齢者の（特にブルーカ
ラーに於ける短期市場）就業支援
に繋がると考えたため。

ﾌﾞﾙｰｶﾗｰの軽作業派遣や短期派
遣で実績が有り、且つ多店舗
展開をしている㈱グッドウィ
ルに本事業は参入しやすいと
考えております。顧客開拓や
作業マッチングに強みが有
り、高年齢層の就業促進が出
来ると考えております。又、
全国1866箇所、年間契約金額
2900億円、加入会員76万人と
いう巨大市場を利益率（手数
料）6％で行っているので、民
間には参入障壁であるが、利
益性を持って開放すれば必ず
就労数も増えると考えるた
め。又グループ会社の
ヒュー・マネジメント・ジャ
パン株式会社シニア派遣事業
本部で培ったﾎﾜｲﾄｶﾗｰにおける
シニア層の派遣・紹介も実績
として有ります。

請負事業の請負金額（利益性）

シルバー人材センター別
日時・月次・年間の求職
者数や紹介決定数。求人
会社名等。又最低限の
サービス品質保持の為の
業務ﾏﾆｭｱﾙ。

厚生労働省
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２―４１
テレビ面接サー
ビス事業

現在公共職業安定所が実施して
いる求職者支援事業のうち、特
に面接に関してＴＶ面接システ
ムを導入する。公共職業安定所
のＴＶ面接端末として広く民間
事業所や公共機関、独立行政法
人などに設置し、公共職業安定
所に行かなくても各種相談やカ
ウンセリング手続きの説明、求
職票の受付などの対応を行う
サービスを事業化する。将来的
には、このＴＶ面接システムイ
ンフラを活用した求人求職の面
接サービス実現を目指す。民間
端末設置事業者にはしかるべき
証を掲示し利便性をＰＲする。
草の根e-ラーニングの端末とし
ても可能性が広がります。

現行の求職者の支援事業は
各職業安定所への来社が中
心となっており、時間的・
距離的にも別途時間がかか
り、利便性に問題がある。
各公共職業安定所にＴＶ面
接端末を設置すれば民間の
ＴＶ面接システムネット
ワークを活用した求職者の
支援が可能となり利便性を
改善できる。単なる手続き
だけではなく、カウンセリ
ングやケアサービスにも活
用が可能である。公設に民
営・公営のネットワークを
付加することで情報の共有
がまし、結果入職率も高ま
る。

落札者の評価に当たっては、
コストだけでなくサービスの
質や求人を有するネットワー
クの豊富さと実績、安定性に
ついても総合的に評価しなけ
れば、民の創意工夫が適切に
評価されず、官民間の競争条
件が均一化されない懸念があ
る。

厚生労働省

２―４２
職業能力開発／教
育事業

「現在、独立行政法人雇用能力開
発機構が行っている、職業能力開
発事業」

「現行の公共能力開発施設の
運営は、効率／コストの面で
も問題を有しており、これを
民間に開放し、オンライン教
育等を活用することとすれ
ば、コスト削減で改善が図り
得る。」

　 厚生労働省

２―４３
国民年金未納者に
対する徴収事業

現在、社会保険庁が行っている国
民年金の未納者に対する徴収

国民年金の納付率のアップが
喫緊の課題となっておりま
す。03年の未納率は、
36.6％、特に、20歳代の未納
率は51.4％となっており、若
年層に未納者が多いのが現状
であります。厚生労働省のお
いては、07年度には納付率
80％を目標に掲げております
が、未納率が現状のまま推移
すれば、年金制度事態の存続
が危ぶまれます。管理回収の
専門家であるサービサーに委
託することにより、納付率の
アップが実現致します。

「国民年金法」第92条の3によ
り保険料の納付委託の規定はあ
りますが、管理回収までの範囲
が定められていません。

「債権管理回収業に関する特別
措置法」に本件債権をサービ
サーが取扱いできる特定金銭債
権に加える必要があります。

民間のサービサーが入札して
も、債権の特殊性から役所側の
徴収方法の変更や、差押時に強
制徴収権を持った役人を同行さ
せる等役所側の援助が必要であ
る。

社会保険庁より、回収実
績についてのディスク
ロージャーがなされてい
ないのの、開示願いた
い。

弊社の手数料は、回収受
託手数等30％+固定費（1
件千円）程度を考えてお
りますが、弊社のシステ
ム関係に費用の支出を要
する可能性がある。

厚生労働省
法務省

２―４４ 債権回収事業
社会保険庁が実施している国民年
金未納者に対する回収受託事業

｢年金未納者｣に対する回収対
応は、社会保険庁の職員等の
不足もあり、思うように進ん
でいないのが現状だと推察さ
れる。この回収業務を、経験
豊富な民間サービサーへ委託
することにより、大幅に回収
が進むものと思われる。例え
ば、平日はもちろん土曜・日
曜・祝日も平日同様に夜間架
電(8時～21時まで)を実施する
ことにより、未納者との連絡
がとれ、支払いにつながって
いくと思われる。

現行のサービサー法(債権管理
回収業に関する特別措置法)で
は、本件については｢集金代行｣
としてしか取り扱い出来ない
為、本件を｢特定金銭債権｣に変
更していただく必要がある。

債権管理回収業に関する特別措
置法第二条第一項、債権管理回
収業に関する特別措置法施行令
第一条、第三条について規制緩
和を構ずることが必要。

 
未納件数、未納金額等及
び延滞者に対する回収実
績等

 
法務省
厚生労働省

２―４５
年金未納者に対す
る回収受託事業

現在社会保険庁が行っている年金
保険料徴収業務のうち、未納者か
らの回収を受託する事業

提案の内容

現状、年金保険料の未納が社
会問題化しているが、これは
制度的問題点だけでなく、回
収ノウハウの乏しさや、回収
に対するインセンティブがな
いことも一因と思料する。
サービサー会社は回収に関す
るノウハウを有しており、
サービサー会社に回収を委託
することによりそのノウハウ
を活用市，効率的な回収が可
能となる。
またサービサー会社は法務省
の許可会社であり、回収行為
についても厳格な規制があ
り、強引な取立て等社会的批
判を受けることはない。

債権管理回収業に関する特別措
置法（通称　サービサー法）第
２条にてサービサーにおいて管
理回収が可能な債権が「特定金
銭債権」として限定されている
が、現状年金保険料債権は「特
定金銭債権」とはされておら
ず、サービサー会社が取り扱う
ことができない。

債権管理回収業に関する特別措
置法（通称　サービサー法）第
２条に定める「特定金銭債権」
の範囲を拡大する措置が必要。

落札者の評価に当たって、コス
トを勘案するのは当然である
が、単純なコスト比較ではな
く、インセンティブ・フィー等
により回収可能見込額との比較
で勘案されるべきであり、また
過去の公的機関からの回収受託
実績を勘案する等、委託する側
の「安心感」にも配慮する必要
があると思料する。

現行の未納保険料回収事
業について、未納総額・1
件当り金額、地域分布、
現在従事している人員
数、現在の回収実績等、
受託側が業務量・所要人
員を判断できる情報を開
示する必要がある。

特になし

（注１）
必要と考える予算措置な
ど、自由に記載いただい
て結構です。
（注２）
必ずしも記載いただかな
くとも結構です。

法務省
厚生労働省

２―４６

 社会保険庁の業
務受託業務（国民
年金未納者に対す
る回収業務の受託
＜以下本件回収業
務という＞）

  本件回収業務は、当社において
は当社のサービサーとしての集金
代行業務、当社が雇用している社
会保険労務士を活用して国民年金
未納者に対するコンサルタント及
びカウンセリング業務、当社の大
株主である弁護士と提携して法律
事務としての回収業務を行う。現
行上の阻害要因はない。
　社会保険庁の意向により、三者
連合によりただちに国民年金未納
者に対する文字どおりの本件回収
業務の受託が可能である。

  なお、当社は、常時数万件の集
金代行業務、債権回収業務の遂行
可能なコンピュータシステムを所
持しており、かつ上記システムの
能力を数倍に増加させることは容
易である。

厚生労働省
法務省
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て

点

２―４７
年金保険料、国
税、健康保険料の
管理回収

未納者を対象とした年金保険料、
国税、健康保険料、等の管理回収

未納者に対する支払督促は手
間が掛かり、公的機関が行う
には非効率と考える

サービサー法で債権回収会社が
管理回収を行えるのは、特定金
銭債権のみと規定されている。
今回提案する年金保険料等は特
定金銭債権に該当しないので
サービサー法の改正が必要であ
る。

年金保険料等を特定金銭債権に
指定するようサービサー法の改
正が必要｡

厚生労働省
国税庁
法務省

２―４８
「国民年金保険料
徴収事業」

「社会保険庁の国民年金事業のう
ち、保険料徴収に関する事務」

「国民年金保険料の徴収につ
いて、これを民間が、未納分
の回収作業、及び、カード決
済、コンビニ収納といった方
式を実施することとすれば、
支払方法の多様化など決済、
遅延解消などの点で改善が図
り得る。」

「未納分回収業務の受託につい
ては、弁護士法・サービサー法
により一般企業の法律事件に関
わる行為が禁止されている、及
び、未納保険料がサービサー法
での対象債権となっていな
い。」

「弁護士法を取立て行為が行え
るように改正する事、及び、
サービサー法の対象債権とする
改正が必要である。」

「落札者の評価に当たっては、
徴収コストだけでなく、未徴収
の圧縮も含め検討いただきた
い。」

「現行の保険料徴収につ
いて、関連する費用及
び、徴収状況関する情報
を開示する必要があ
る。」

「カード決済において
は、加盟店契約が必要で
ある。」

厚生労働省
財務省
法務省

２―４９ 社会保険関連
現在社会保険庁が実施している、
保険料徴収業務と当該業務に必要
な個人情報の開示

現行の社会保険庁で実施して
いる保険料徴収業務は、2002
年度の機関事務制度廃止後に
全国3000以上ある市町村から
全国312ヶ所の社会保険事務所
に移り、①人手不足等による
徴収成績の落ち込み、②1ヶ月
から24ヶ月までの未納者の急
増、などの課題が発生してい
る。
民間金融機関が保険料徴収業
務を実施することで、債権回
収ノウハウを活用した徴収が
可能となり、社会保険庁の人
員負担軽減とともに徴収成績
の改善が図られる。

保険料徴収業務に必要な個人情
報のレベルによるものの、社会
保険情報へのアクセスによる個
人情報保護法への対応。

個人情報保護法の第三者提供の
制限に沿った社会保険庁の対応

現行保険料徴収業務にお
ける
①もっとも多い保険料未
納理由と対応方法（対応
に必要なノウハウ）
②保険料未納金額と件数
③当該業務にかかる所要
人員、業務量
ならびに必要な個人情報
を開示する必要があると
思料。

保険料徴収業務に必要な
個人の年金情報（契約情
報・保険料未納額など）
へアクセスするシステム
構成の開示

厚生労働省

２―５０
国民年金の保険料
収納事業

「現在社会保険庁が実施している
国民年金の保険料徴収事業のう
ち、納付通知・収納・収納確認に
関する事務」

官から民への業務移行によって保険料の効
率的な収納率向上を考える際、徴収業務を
「賦課・調定」「納付通知」「収納」「収
納確認（消込）」「督促」「滞納処分」等
に分割した上で、「企業間競争から生まれ
る創意工夫や努力」が活かされる業務から
段階的に移行するのが得策である。
　現在は「督促」「滞納処分」が注目され
ているが、民側では「納期内の収納」を常
としており、適切なタイミングでの納付案
内や納付方法の多様化・電子化で収納率を
向上している。年金保険料でも従来の収納
方法のほか、コンビニ収納、マルチペイメ
ントネットワーク収納が実施されている
が、あくまで「社会保険庁が行う収納業務
の代行」であり、利用できる収納方法が限
られるとともに、社会保険庁内の業務手順
や情報システムを、収納方法が増える毎に
改定する必要がある。
　よって、徴収業務の内、まず「納付通
知」「収納」「収納確認（消込）」を包括
的に民側に開放し、収納に係る社会保険庁
側の業務手順やデータ連携方法を情報シス
テム等で標準化（プラットフォーム化）す
ることで、適切なタイミングでの納付案
内、多様な収納方法の提供（クレジット収
納や他の料金等との合算収納を含む）な
ど、民側の創意工夫を活かした収納サービ
スが提供されるようにする。そして、将来
的には「督促」まで含めた徴収業務全体に
ついて包括的に民側に開放する。

１．保険料の納付・徴収の区別
年金保険料の納付事務の委託に
ついては国民年金法第92条の3
に定められているが、徴収事務
の委託に関しては現行法の定め
が見受けられない。このため、
納付と徴収の区別・範囲が明確
でなく、徴収業務のどの部分か
ら民間に移行できるかどうかの
判断基準がない。

２．収納方法の制限
年金保険料の納付方法は、国民
年金法第92条の2（保険料の通
知及び納付）に「保険料の納付
方法について必要な事項は、政
令で定める」とある。このた
め、民側から様々な収納サービ
ス（納付案内方法、収納方法な
ど）を提案しても、政令によっ
て、官側で制限されてしまう。

１．落札者の評価に当たって
は、官側のコストとして、単に
システムにかかる費用だけでな
く、公務員並びに公務員に順ず
るものの人件費を適切に加除し
なければ、民側が不利な扱いを
被ることとなる。

２．落札者の評価に当たって
は、コストだけでなく、サービ
ス提供時間、提供タイミング、
提供窓口の拡大等サービスの質
の向上についても総合的に評価
しなければ、民の創意工夫が適
切に評価されず、官民間の競争
条件が均一化されない懸念があ
る。

１．現行の国民年金保険
料納付事業について、所
要人員、業務量及び徴収
業務に係る情報と資金の
流れ、民間に委託できる
業務機能の範囲、徴収業
務の具体的な手順と現行
システムの機能・構成と
いった情報を開示する必
要がある。

２．コンビニ収納、マル
チペイメントネットワー
ク収納の実施において、
どの様な業務手順・情報
システムの改定が発生
し、それらにどの程度の
費用がかかったかについ
て開示する必要がある。

法的な制約以外に、慣例
的に行われていること
で、業務の効率化を妨げ
ていること（例：納付済
み通知書の収納期間から
社会保険庁への提出・保
管）があれば、その根拠
と今後の改正の見込み

厚生労働省

２―５１
「社会保険未加入
事業所に対する加
入促進事業」

現在、社会保険庁およびその地方
関係機関が行なっている社会保険
の未加入事業所に対する加入促進
事業

 厚生年金保険法の定めによると、すべての法人事業所と5

人以上の従業員がいる個人事業所は厚生年金に加入する義

務がある。しかしながら、実際には保険料負担を嫌って厚

生年金の加入手続きをとらない事業所が少なくない。保険

料を徴収する社会保険庁の調べでは、2002年度に新規に開

業した約9万6000の事業所のうち18％が加入していなかっ

たとのことである。

　勤め先の事業所が厚生年金に加入していないと、そこで

働く従業員は公的年金に未加入・未納になる場合が多く、

公的年金が空洞化する一因となっている。社会保険庁は事

業所が制度に加入した後で保険料を滞納すれば厳しく取り

立てる一方、未加入の事業所に対しては事実上放任してい

るため、「加入しない方が楽」と未加入を選ぶ事業主が多

いのが現状である。

そこで、厚生労働省・社会保険庁は厚生年金に加入しない

事業所を強制的に加入させる「職権適用」を今年度中に実

施する方針を決め、地方の関係機関に通知した。今秋から

会社の登記簿や労働保険の加入リストと厚生年金に加入し

ている事業所を突き合わせて、未加入の事業所を洗い出

し、職員が巡回指導したり、経営者を呼び出したりして加

入を求める。それでも加入しない場合は、２０人以上の事

業所を年末までに「重点指導の対象」としてリストアップ

し、さらに戸別訪問するなどして強く指導。それでも応じ

ない場合は、０４年度内に強制加入に踏み切るとのことで

ある。

 村瀬清司社会保険庁長官は２０人以上の事業所に限定し

た点につき「要員や体制の問題もあり、効率的なところか

らやっていかざるを得ない」と話している。しかし、未加

入の事業所・法人の大半は従業員が１０人以下の中小零細

企業で、２０人以上は少数である。そこで、社会保険庁で

加入指導に割り当てる要員が不足しているならば、当該加

入促進事業を厚生労働省から認可を受けた特定の社労士法

人に委託すべきではないかと考える。社労士法人に委託す

るメリットは大きく３つ挙げることができる。

 １つは、強制加入後の徴収管理能力である。「職権適

用」は公的年金の空洞化に歯止めをかける狙いがあるが、

強制加入にあたり、社会保険事務所が職権で従業員１人ひ

とりの給与を調べて保険料の額を決めるなどの作業は極め

て繁雑であり、加入後も非協力的な事業主から保険料を徴

収し続けるのは困難が予想される。この強制加入を社会保

険庁だけで実施するには、強制措置後の徴収管理体制の確

立が課題になる。ところが、長官の発言にもあったよう

に、社会保険庁では加入促進に係わる人員を十分確保でき

 次に保険料徴収額の増加が挙げられる。当該事業に参入す

　さらに、社労士試験合格者の雇用受け皿の拡充という観

当提案を事業化するにあたり想定される現行法によ
る阻害要因としては以下の４つが挙げられる。
１． 事業主体の認定要件が整備されていない
当事業において事業主体となる特定社労士法人と
は、いかなる社労士法人を認定するのかという具体
的認可要件が整備されていない。

２．未加入事業所に対する調査権や強制適用権がな
い
現行法では、単なる民間組織である社労士法人に
は、未加入事業に対する勤怠管理台帳や労働者名簿
等の閲覧を行ない、当該事業所を調査する権利はな
い。また、調査結果に基づき、従業員の標準報酬を
決定し、未加入事業所を強制適用していく権限も有
していない。

３． 事業を受託する社労士法人に対する補助規定
が整備されていない
特定社労士法人が業として社会保険庁からの委託を
受けて、未加入事業所への加入促進を行い、要件を
満たす事業所を加入させ、保険料を徴収していくに
あたっては当然その労働対価が必要となる。先述し
た通り、何らかの補助金制度を創設し、保険料徴収
成果に応じて支給していく仕組みが必要であると考
えられるが、現行法では、そのような補助規定はな
い。

４．内部告発情報等の機密情報を社労士法人と共有
する法整備がなされていない
現在、多くの中小企業で社会保険への未加入状態が
放置されており、当該未加入事業所に勤務する従業
員が国民健康保険や国民年金に自主的に加入いる現
状がある。そのような不利益を被っている従業員か
ら未加入事業所情報を広く募集し、寄せられた情報
を吟味精査した上で、当該未加入事業所を加入促進
していくのが、最も効率的で弱い立場である労働者
を救済することにも繋がり、不正な事業主の保険料
逃れを阻止できるはずである。その加入促進にあた
り、寄せられる多くの情報を社会保険事務所が抱え
込んでいる今の状況では全ての情報に対処すること
は極めては困難である。そこで、当該未加入事業所
情報を特定社労士法人にも提供し、多数の未加入企
業への調査・加入促進ができる体制作りに向けた法
整備が必要と考える。

　当提案を事業化するにあたり想定される現行法による阻害要因は下記の

規制緩和措置で解決できると考えられる。

１． 事業主体の認定要件の整備について

この問題は、今後、来春以降の市場化テストによるサービス提供開始時に

至るまでの間に、厚生労働省や社会保険庁との調整により整備されていく

ものと考えられる。参考までに、当事業の事業主体としてふさわしい社労

士法人の要件を挙げておく。

　　　　要件①　社員たる社労士が５人以上で構成されている法人である

こと

　　　　要件②　資本金が１０００万円以上あること

　　　　要件③　法人としての活動実績を２年以上有していること

　　　　要件④　過去２期の決算が黒字であること

　　　　要件⑤　当該受託事業に専従する社労士を１名以上確保すること

　　　　要件⑥　常駐の機密情報管理責任者を置くとともに、機密情報管

理規程が周知徹底されていること

２．未加入事業所に対する調査権や強制適用権について

社労士法人は民間組織であるため、たとえ厚生労働省から認可を受けた特

定社労士法人であっても、事業所や従業員のプライバシーに係わる事項を

強制的に閲覧することは望ましいことではない。勿論、強制的に加入させ

る等の行為も同様である。そこで、当該事業を担う特定社労士法人は、未

加入事業所に任意に情報を提供するように求めることができることとし、

仮に未加入事業所が特段の事情がないにもかかわらず、情報の提供を拒

み、調査に抵抗するような場合には、特定社労士事務所は、当該未加入事

業所を管轄する社会保険事務所へ強制調査を依頼することができるように

すればよいと考える。また、調査後の事業所の加入手続きにおいても、特

定社労士法人は加入要件を満たす未加入事業所に対して任意に加入を行う

よう指導することができることとし、特段の事情がないにもかかわらず、

社会保険への加入を拒む場合は、調査と同様に、管轄の社会保険事務所へ

強制適用の依頼をすることができるようにすればよいのである。このよう

にすることで、加入時の強制的な処分は行政官庁が行い、加入前の加入促

進活動および加入後の事務処理指導および徴収管理業務を民間が行うとい

う効率的な分業体制を確立することができるのではないだろうか。

３．事業を受託する社労士法人に対する報酬規定について

先述の通り、当該事業が年金の空洞化を防止し、未納率を低下させること

を目的とする以上、特定社労士法人への報酬は、加入させた事業所から徴

収された社会保険料を基準として考えるのが当然であろう。そこで、特定社

４．内部告発情報等を社労士法人と共有する法整備について

社労士法を改正し、特定社労士法人と社会保険庁およびその地方機関である

　当該事業を民間に委託するにあたっては、社会保険
事務所が保有する未加入事業所に関する情報やデータ
抽出のノウハウ提供がなされない場合、特定社労士法
人は未加入の疑いがある事業所に関する情報の収集お
よび保険加入状況の確認まで強いられることになり、
これは1民間組織にとって膨大な時間と労力が必要と
なるため、官に対して民が著しく不利な状況におかれ
ることになる。また、先述した加入促進補助金制度が
十分に整備されなければ、当該事業を担う社労士法人
が未加入事業所に対して委託事業を契機として顧問契
約を強いる恐れがあり、未加入事業所に対して社労士
法人による加入促進指導は別コストが生じるものであ
るとの誤解を生じさせ、結果として民の加入促進活動
を不利にする恐れがある。また、社労士法人が未加入
事業所への加入指導を行なうことについては、社会保
険庁および社会保険事務所で積極的な広報活動を行
い、厚生労働省から認可された特定の社労士法人のみ
が行う信頼できる制度であること、そしてこの加入指
導には積極的に協力していただきたいこと、特段の事
情ない場合に協力を拒めば強制調査・強制加入される
旨が周知徹底されていないと、未加入事業所が指導や
調査に非協力的になってしまい、民による指導の効果
が生じず、多くの事業所が官による強制調査・強制加
入となってしまえば、もはや民へ委託する趣旨は失わ
れてしまい、業として成り立たないものとなってしま
う。
　したがって、当該事業において官と民が公平な条件
で競争入札し、落札者が妥当な評価を得るためにも、
社会保険庁およびその地方機関たる社会保険事務所
は、未加入事業所に関する情報を特定社労士法人と共
有するとともに、充実した加入促進補助金制度を整備
し、官が行なう加入指導も民が行なう加入指導も、と
もに未加入事業所にとってはコストのかからないもの
であることに統一し、積極的に協力しなければ強制調
査・強制加入させられる制度であることを周知徹底す
るべきである。

当該事業を社労士法人が
行なうにあたって下記の
情報が開示されるべきで
あると考える。
１．未加入事業所に関す
る情報
（例）労災保険加入事業
所リストと現状の社会保
険加入状況の突合結果リ
スト
　　　新規設立法人登記
簿と現状の社会保険加入
状況の突合結果リスト
　　　未加入事業所に勤
務する従業員からの保険
未加入に関する内部告発
情報

２．補助金算定基礎とな
る加入済事業所からの徴
収保険料額に関する情報
（例）社労士法人別月額
保険料徴収額合計表

厚生労働省

２―５２ 社会保険関連
現在社会保険庁が実施している、
年金相談業務と相談業務に必要な
個人情報の開示

現行の社会保険庁で実施して
いる年金相談業務において
は、7月実施のアンケートよ
り、①窓口での待ち時間が長
い、②窓口での対面相談ニー
ズが高い、③複数回の相談を
望む、ことなどがわかってい
る。
今後、相談需要増への対応は
必須であり、その際社会保険
庁対比民間で実施したほうが
効率的。理由として①既存の
有人拠点が活用できる、②相
談件数の増減に対するコスト
の柔軟性が高いことが挙げら
れる。加えて、年金相談者に
対し年金受給予定額を踏まえ
たライフプランコンサルティ
ングサービスの提供も可能に
なる。

相談業務に必要な個人情報のレ
ベルによるものの、社会保険情
報へのアクセスによる個人情報
保護法への対応。

個人情報保護法の第三者提供の
制限に沿った社会保険庁の対応

相談業務に必要な年金情報、な
らびに年金情報へのアクセスコ
ストの共通化

現行相談業務における
①もっとも多い相談内容
と対応方法（対応に必要
な知識・資格・ノウハ
ウ）
②当該業務にかかる所要
人員、業務量
③他の年金業務との関連
性（当方では、一般的な
年金を想定しているもの
の、医療保険・船舶保険
とも切り離すことはでき
ないと思われるため、ど
の程度それらと係わり合
いがあり、相談業務展開
にノウハウ・スキルが必
要か把握する必要があ
る）

相談業務に必要な個人の
年金情報（契約情報・受
給見込み額など）へアク
セスするシステム構成の
開示

厚生労働省
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２―５３
年金相談窓口業務
の事業

「現在、社会保険事務所が行なっ
ている相談／問い合わせ事業」

「社会保険事務所の年金相談
窓口業務において、２４時間/
３５６日対応やコールバック
予約等、民間のCRMノウハウを
活用することによりCSの向上
とコスト削減を図り得る。」

　 厚生労働省

２―５４
社会保険庁の人
事・給与関連事務

現在社会保険庁の庶務課等が実施
している職員の勤怠管理・給与計
算・保険･税金関係処理等の事務

社会保険庁における人事・給与関
連事務は裁量性の少ない定型的業
務といえます。同事務を、人事労
務管理の専門家である社会保険労
務士に一括して委ねることによ
り、行政事務の簡素効率化と当該
事務にかかるコスト削減を実現す
ることができます。また、専門性
を有する第三者の目が入ることに
よって、経理の適正化も期待でき
ます。

なし なし

○　落札者の評価に当たって
は、民側に負担させられる税額
分及びそれに伴う経理事務費を
適切に加除しなければ、民側が
不利な扱いを被ることとなる。

本業務要する直接的間接的
費用（活動基準原価計算等
の考え方を用いて算出した
もの）

厚生労働省

２―５５ 通知書等発送業務

社会保険庁の書類発送業務（納付
通知など）を、民間事業者が大量
処理機器を活用し、更なるコスト
削減（複数差出人割引の活用な
ど）を実施する提案書類発送の主
旨を鑑み、本人の手元まで送達す
べきであるので、返戻郵便物につ
いては調査した上で再送するもの
とする。

　民間事業者の大量郵便物と
の融合による更なる割引率取
得はじめ、同封資材の個人別
選択封入の利用により、明確
なターゲット別に告知資材を
封入するなど効率化と効果の
両面を追及する。送達すべき
住所に所在するかを事前に確
認を行い、無駄な郵便料等を
排除し、転出している場合は
住民票調査をした上で確実に
送達を行う。

　 　 　 　 　 厚生労働省

２―５６

「現在,社会保険庁が実施している
受付事業、住民基本台帳による生
存確認事業、入力事務委託事業、
外部委託のブロック化事業」をご
提案申し上げます

「現行の受付事業は、待ち時間が
あったり、現状のライフスタイル
を考慮した際に、国民に対して利
便性が悪い為、民間に委託するこ
とにより、極端に言えば３６５
日、24時間対応が可能となる。」
　
「現行の住民基本台帳による生存
確認事業は、エリアの問題やク
レーム、同時に中高年者の失業率
を考慮に入れ台帳の選定から、調
査員を中高年者の受け皿とし、よ
り円滑な事業展開ができる為」
　
「現行の入力委託事業は、毎回入
札をし、特殊な入力スキルを要求
される際は、一から教育をする無
駄な作業と金額がまちまちで新規
参入が難しい状態である為、地域
一括受託と基本設定が大事である
為」
「現行の外部ブロック化事業は、
本来事業運営を円滑に運ぶ受託企
業に委託する事により、専門性の
向上と民間事業をモデルとし運営
する事により、国民へのサービス
向上が図れるため。」

厚生労働省

２―５７
睦ネットワーク

（略称：M－net）

厚生労働省で行っている社会福祉
事業及び雇用促進事業のうちの下
記の事業
・児童福祉事業
・中高齢者雇用事業
・少子化対策事業
・新規雇用創造事業

・児童福祉法第45条に基づい
　て各都道府県知事の認可が
　必要。

児童福祉法第45条に関する最低
基準第32条から第34条について
の規制緩和が必要。

当該事業を行う地域の対象者
（高齢者・未就学児童）情報に
ついて行政と同レベルの情報を
取り扱えるようにならなければ
ならない。
・案内等の情報発信のため

当該事業を行う地域の対
象者（高齢者・未就学児
童）情報

・常駐する医師・保育士
　他職員への報酬
・中高齢者の雇用補助
・福祉事業に従事する中
　高齢者に対する税優遇
　措置
・区民センター、公民館
　等公共施設の無償提供
・義務教育時の課外授業
　の中に介護を導入する

厚生労働省
文部科学省
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２―５８
「生活保護活性化
事業」

「現在厚生労働省が所轄し、各地
方自治体が法定受託事務事業とし
て実施している生活保護事業」
「生活保護事業のうち、特に審
査、判定、相談等に関する事務」

「現行の生活保護事業は、稼
動年齢層に限れば、いわば保
護受給権の既得権化による労
働能力の不活用や社会生活へ
の不参加、公的扶助サービス
提供における不公平感などと
いった問題を引き起こしてい
る。保護の適正化や公正化等
の観点からこれ以上官である
福祉事務所に任せておく訳に
はいかないと思う。したがっ
て民間の受託事業者が保護受
給の期限を定め、その期間内
に被保護者に対する相談・指
導・助言など様々なサービス
を施し、期間満了とともに原
則保護廃止をするといった方
式を実施すれば、結果的に保
護受給者の自立や財政負担軽
減といった点で改善が図れる
と期待できる。もちろん民間
事業者が参入する以上、保護
受給者の秘密を守るなどプラ
イバシーには極力配慮しなけ
ればならない。

「生活保護法第19条により、当
該事業については民間事業者の
参入は認められていないと思わ
れる。」

「生活保護法の第26条、第27
条、第28条等について、保護受
給者に対する指導・指示や相
談・調査業務、保護の停廃止な
どといった官制業務の規制緩
和・規制改革を構ずることが必
要。」

アメリカなどで先行実施
されているように、保護
受給者を一定期間内に自
立させ、保護廃止となっ
た場合には報奨金を出す
など、当該企業等が一旦
受け持った受給者を減ら
すための目に見えるイン
センティブを予算措置す
る必要があると思われ
る。また保護適用の期間
について、ケースによっ
て異なるが１年から２年
が妥当なのではなかろう
か。ところで対象ケース
は稼動年齢層が中心とな
ろうが、高齢者であって
も74歳までの前期高齢者
であれば就労可能な事例
も存在すると思われる。
ただどのようなケースで
あっても保護受給権の再
適用の道は留保されてお
り、期間満了とともに一
旦保護が廃止となっても
理由があれば保護が復活
できるものとする。

厚生労働省

２―５９

社団法人全国社会
保険協会連合会が
経営する社会保険
病院および厚生年
金病院
に対する「市場化
テスト導入」にか
かるご提案

提案内容：　厚生労働省から社会
保険庁へ委託し、社団法人全国社
会保険協会連合会に再委託、経営
する社会保険病院、厚生年金病
院）において赤字が継続する病院
に関して、全業務を施設単位で市
場化テストの対象とする事を提案
いたします。

(1) 平成15年度と前年度の単年度損益は黒字施設
36施設、赤字施設20施設。累積損益も同じく黒字
施設36施設、赤字施設20施設となっており、社会
保険都南病院廃止後の計56施設での連結損益に
なっても効果的な経営改善がみえておりません。
(2) 社会保険病院も厚生年金病院も運営は厚生労
働省所管の社団法人や財団法人に委託していま
す。従事者はすべて法人職員になっていますが、
役員などは厚生労働省や社会保険庁のOBが多くみ
うけられます。政管健保の社会保険病院54箇所、
厚生年金保険の厚生年金病院10箇所。土地、建物
は国有財産のため、立替や補修などの施設整備費
も政管健保及び厚生年金から支出しています。社
会保険病院の2002年度の施設整備費は234億円。
90年代以降は人口の高齢化で医療費、年金給付費
が膨らむ一方、景気低迷で保険料収入は伸び悩
み、政管健保、厚生年金は共に財政が悪化してい
る。このため公的保険から病院の整備費を2006年
度目処に全廃する方針を決めていますが、官民の
パートナーシップを組むことにより改善を図る事
を提案致します。社会保険病院は国有民営の形を
取ってはいますが財源、補助金及び厚生労働省、
社会保険庁、全社連の繋がりを考慮した場合、テ
スト化の対象となるのではないでしょうか？（全
社連：　都道府県社会保険協会を会員47名として
設立され、その目的は健康保険及び厚生年金その
他社会保険事業の円滑な運営を促進し、併せて被
保険者及び被扶養者の福祉を図ると共に社会保険
制度確立に資する事を目的として民法第34条の規
定により厚生大臣の許可を得て設立された公益法
人です。）

医療法第７条～第30条の２、第
30条の３～第30条の７、第31条
～第38条の規定。

法律改正の方式は特区法を改正
し、医療法等の特例規定を設け
る事が良策と考えます。

評価に当たっては民側に負担さ
せられる税が区分およびそれに
伴う経理事務費を適切に加除し
なければなりません。コストお
よび質の評価を行う必要と考え
ます。

現行の施設単位の直接費
および間接費及び施設単
位の人員体制

厚生労働省

２―６０
「国立病院医療費
収納事業」

「国立病院の医療費収納に関する
事務」

「医療費の収納について、こ
れを民間が、未納分の回収作
業、及びクレジット決済、
カード決済、コンビニ収納と
いった方式で実施することと
すれば、支払方法の多様化な
ど公共サービス向上の点で改
善が図り得る。」

「未納分回収業務の受託につい
ては、弁護士法・サービサー法
により一般企業の法律事件に関
わる行為が禁止されている、及
び、未納医療費がサービサー法
での対象債権となっていな
い。」

「弁護士法を取立て行為が行え
るように改正する事、及び、
サービサー法の対象債権とする
改正が必要である。」

「落札者の評価に当たっては、
収納コストだけでなく、市民の
支払い方法多様化も含め検討い
ただきたい。」

「現行の医療費収納につ
いて、関連する費用及
び、収納状況関する情報
を開示する必要があ
る。」

「カード決済、クレジッ
ト決済においては、加盟
店契約が必要である。」

厚生労働省
（国立病院機
構）
法務省

２―６１

電子政府構築計画
に基づく「物品調
達・物品管理・謝
金・諸手当・補助
金および旅費の各
業務・システム構
築最適化計画にお
ける
○補助金適正化法
等に基づく確定検
査のサポート事業

補助事業者に出向いて行う「調
査」のうち確定検査に係わるもの
については、職員複数名で実施し
ているが、職員一名をのぞいた残
りの者に、行政書士等の専門家を
充てること。職員による判断を必
要としない当該調査業務は、会計
記帳や財務諸表の作成を業務とす
る外部専門家の行政書士等により
設立されたＮＰＯに委託する。

①補助事業者に出向いて行う「調査」
のうち確定検査に係わるものについて
は、職員複数名で実施しているが、職
員一名をのぞいた残りの者に、行政書
士等の専門家を充てること。　　　②
職員による判断を必要としない当該調
査業務は、会計記帳や財務諸表の作成
を業務とする外部専門家の行政書士等
に委託することで原課職員の調査業務
の負担軽減を図るとともに、行政書士
による専門能力を活用することにより
正確性の向上や、会計担当職員の審査
業務に係る負担軽減とコスト削減が図
られる。　　　　　　　　　　　　③
あわせて、行政書士資格は公務員退職
者が資格取得できる。当該調査業務
は、補助金業務に経験を有する官庁退
職者（高齢者）で行政書士の資格を取
得した者により構成されている全国都
道府県行政書士会と現地会員を活用す
ることで、公務員の手当・出張費・宿
泊費等が削減され、かつ官庁退職者と
いう高齢者の雇用拡大を促進する。
④さらに成立予定のe-文書法による電
子的保存のためのスキャナー業務等は
IT行政書士にとって簡便な業務として
安価なサービスが提供できる。

国土交通省
厚生労働省
農林水産省

２―６２

貿易保険（輸出信
用保険）分野民間
参入プロジェクト

「現在(独）日本貿易保険が実施し
ている貿易保険（輸出信用保険）
業務」

１．短期輸出信用保険
２．長期カントリーリスク保険

現行の貿易保険業務は永年通
産省およびその当該分野の後
継組織である(独）日本貿易保
険が独占的に実施してきた。
しかしその公的独占体制と競
争の欠如から制度の硬直性が
昂進し、その結果利用者の利
便性をそこない選択の自由を
限定する事態に至っている。
今次の提案は、当該分野に民
間企業の参入を促すことによ
り適正な競争の下で利用者の
利便性を向上せしめ、信用リ
スク管理の強化と費用の低減
を実現し、輸出取引の促進を
期するものである。更にサー
ビス提供の増加、費用の市場
基準化の実現などが期待出来
る。

従来、貿易保険法の存在は民間
企業の当該分野への参入を制限
してきたが、かかる参入制限に
ついては経産省はその存在を否
定する見解を発表し、既に明示
的な障害は存在しないこととし
ている。
一方、現状でも主要な貿易保険
の契約者は、日本機械輸出組合
等による包括保険契約の制約の
中に囲い込まれており、既に商
品認可を得ている民間会社が契
約者に働きかけても、実質保険
契約者が民間から貿易保険を購
入できない仕組みが存在してい
る。かかる公益法人による事実
上のカルテルは当該分野の健全
な発展を損なうばかりか、独占
禁止法上の疑義も否定できな
い。

１．民間企業による輸出信用保
険営業が金融庁の専決事項であ
ることの確認。
２．機械輸出組合包括保険等官
製カルテルの排除または保険契
約に係わる組合構成員保険契約
者の裁量権の確立
３．日本貿易保険における料率
算出上のクロスサブシディの停
止

(記入省略） (記入省略）

公益法人であるところの
日本機械輸出組合等関連
団体の定款、規定、経理
のディスクロージャー

経済産業省
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２―６３
独立行政法人「日
本貿易保険」の一
部民間移管

海外投資保険事業の移管

経済産業省の関係業務を現在
の独立法人に移管したものだ
と認識していますが、保険料
の低減を含め効率化について
は、民間に移管し、自由な競
争下においたほうがより進む
のではないか?

経済産業省

２―６４

政府調達（公共事
業を除く）対応の
電子モール（e-
Market Place）の
開設・運用・管理
事業

対象は経済産業省
を想定している。

「将来、政府調達の電子化を推進
するに当たって必須となる、膨大
な数に達するであろう、電子モー
ル出店者（販売者）の商品登録
（コンテンツ登録）、商品保守
（コンテンツ保守）、商品更新
（コンテンツ更新）に関する業務
ならびに、政府調達を実現（購買
者側・販売者側を連係）する
Systemの開設・運用・保守・管理
に関する業務」

【注】
現在、政府調達向け電子モールは
存在していないことから、政府調
達向け電子モールの開設・運用・
管理を実施している、国等（各府
省の内部部局、外局、地方支分部
局に加え、独立行政法人、特殊法
人等を含む。）の機関は不明で
す。

【政府調達における契約の電子化のあり方
に関する検討会：中間報告書によると】
カタログ調達（簡易契約）システムは、海
外の電子政府で広く実施され、調達業務の
効率化や透明性向上等に大きく貢献してい
るものである。日本では同様の事例は見ら
れないものの、現在の契約制度において実
施されている単価契約あるいは随意契約に
おける見積書の徴取と一部類似していると
見ることも可能と記載
【当社の強み】
当社では電力会社における調達の類似事例
（単価契約物品のカタログ調達、簡易契約
物品のカタログ調達）を有しており電子カ
タログ購買に関する上流から下流（電子カ
タログの価格決定に用いる競争入札System
～電子カタログ作成・保守・更新～受発注
処理Systemの運用・保守：電力会社の業務
フローと合致させた）のknow-howを有し、
新たに政府機関で同様の業務を行うより安
価で安定した業務を遂行することが可能で
あると考えております。
さらにもう少し遡れば、政府調達を実現す
るSystemについても当社では大部分を既に
有し、稼働していることから、政府が1か
ら構築（受発注System～電子カタログ関係
Systemを新規に構築）するするよりもはる
かに安価にて実現できるものと考えており
ます。
上記2点の優位性を持ち提案致します。

【不明】 【不明】

落札者の評価に当たっては、官
側のコストについて、Initial
Cost，Running Costを考慮した
形での評価をして頂く必要があ
る

【注】
電子商取引（GtoB）を実施する
場合、System構築（Initial
Cost）での優劣に終始してしま
う可能性が高いが、実際に電子
商取引を運用して行くには、
Contentsの運用に多額のCostが
かかることは当社の経験則から
言える。
つまり、膨大な数に達するであ
ろう、電子モール出店者（販売
者）の商品登録（コンテンツ登
録）、商品保守（コンテンツ保
守）、商品更新（コンテンツ更
新）に関するCost（Running
Cost）を正確に考慮した形での
官民入札を実施しなくては、正
確な評価は難しいと考えます。

【1】
国等（各府省の内部部
局、外局、地方支分部局
に加え、独立行政法人、
特殊法人等を含む。）で
別々の業務プロセス（微
妙に異なるのであって
も）の開示若しくは、業
務プロセスを統合するの
であればその内容。
【2】
電子カタログを用いた受
発注を電子化した場合で
あっても、支払に関する
点で海外事例にあるよう
なカード決済は政府調達
に関しては困難を伴うこ
とが予想されることか
ら、政府が有する既存の
会計System（販売者への
支払に関するSystem）等
との連係に必要なData授
受に関する要件

経済産業省

２―６５ 道路維持管理事業
「現在、国が実施している道路維
持管理事業」

・国道は国道事務所様が維持
管理されていますが、道路を
維持管理する際、一括して面
または群管理することによっ
て効率的な維持管理が可能に
なると考えています。

道路法第１２条、第１３条、第
１５条、第１６条の管理者

ある特定された地域について、
道路管理者から民間事業者もし
くは民間事業者のグループに管
理代行させることが可能な規制
緩和

・法人税等の取扱が官民競争に
おいて同一条件になることを望
みます。
・また、毎年の管理費用が固定
化された場合、民間事業者が修
繕費用を複数年繰り越す行為に
対して免税処置がなければ、適
切なマネジメントが不可能。
・落札者の評価に当たっては、
コストだけでなくサービスの質
の向上についても総合的に評価
しなければ、民の創意工夫が適
切に評価されず、官民間の競争
条件が均一化されない懸念があ
る。

・現行の道路維持管理事
業について、国の関連す
る直接的な費用のみなら
ず、間接的な費用に関す
る情報を開示する必要が
ある。
・現行の道路維持管理事
業について、国の所要人
員、業務量といった情報
を開示する必要がある。

交通事故対応、災害対
応、環境保全といった民
間事業者が権限を持ち得
ない事項などに対する官
民の役割分担

国土交通省

２―６６ 国道維持管理事業
現在、国土交通省が実施している
国道および付帯設備維持管理に関
する業務

現在、国道および付帯設備の
維持管理をするために、全国
各地の工事事務所に専属の職
員が常駐している。
この業務を、全国展開してい
る建設業者に委託することに
より、国費の経費節減に繋が
る可能性が高い。

管理業務⇒維持管理に係る人件
費や経費を、管理区間の面積で
按分した単価で競争入札をす
る。
維持業務⇒維持・補修費につい
ては別途計上する。

現在、維持管理業務に掛
かる経費、人件費等の詳
細

国土交通省

２―６７
河川、砂防、ダム
等の施設管理業務

現在、国土交通省等が実施してい
る一級河川、ダムおよび付帯設備
維持管理に関する業務

現在、国道および付帯設備の
維持管理をするために、全国
各地の工事事務所に専属の職
員が常駐している。
この業務を、全国展開してい
る建設業者(有資格者)に委託
することにより、国費の経費
節減に繋がる可能性が高い。

現在、公共 事請負契約で

管理・維持業務に係る人件費や
経費を、管理区間の延長や面積
で按分した単価で競争入札をす
る。
維持業務⇒維持・補修費につい
ては別途計上する。

現在、維持管理業務に掛
かる経費、人件費等の詳
細

国土交通省

２―６８
請負工事における
監督事務事業の一
部委託

国土交通省の各事務所が実施して
いる土木工事のうち、特に高度な
技術力を必要とする工事

は、監督と検査により契約の
適正な履行を確保することに
なっている。しかし、高度な
技術力が必要な工事や技術者
が不足する小規模な町村が発
注する工事では、発注者側が
十分な監督を行うことができ
ないため、工事の品質低下が
懸念されている。工程管理や
立会いなど一部の監督事務
は、一定の能力を有した民間
事業者等であれば実施するこ
とが可能であり、監督員の技
術力向上による工事品質の確
保が期待できる。

監督事務の根拠である会計法第
２９条の１１は民間事業者の参
入について規制するものではな
いが、発注者自ら監督を行うべ
きという考え方が前提にあるた
め、民間事業者が参入する機会
が制限されている。

監督事務の根拠を構成する会計
法、予決令や契約事務取扱規則
等を、一定の要件を満たした民
間事業者が参入できるように明
記した内容に改正する。

官側の競争力を保つために、高
度な技術力が必要な工事を専門
に監督する組織を新設し、官民
間の競争条件均一化を図る。

国土交通省の工事監督担
当部課における、職員
数・有資格者数・平均給
与・１人当たり年間監督
事務量（金額・件数）な
どを開示

地方公共団体においても
監督事務の委託ができる
よう地方自治法等の法改
正を実施する。

国土交通省

２―６９
建設業の経理知識
審査等の、案内、
登録

建設業の経理知識審査等事業

資格取得に掛かる案内、実
施、資格証の発行等の業務を
民間に委託することによっ
て、国費の経費節減や個人負
担の削減が減じられる可能性
が高い。

試験会場等の制限もなく、資格
試験等に掛かる経費、人件費等
による競争入札とする。

過去の受験者数と案内、
試験、免許交付等に掛
かった経費、人件費等の
詳細

国土交通省

２―７０
監理技術者資格更
新等の、案内、講
習、発行

技術者資格の更新講習等の実施業
務

資格更新に掛かる講習案内、
講習、資格証の発行等の業務
を民間に委託することによっ
て、国費の経費節減や個人負
担の削減が減じられる可能性
が高い。

設備利用の制限もなく、開講に
掛かる経費、人件費等による競
争入札とする。

現在登録されている建設
技術者や過去の免許更新
者数と更新講習に掛かっ
た経費、人件費等の詳細

国土交通省
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２―７１
公共工事
落札検討業務

公共工事の技術提案型入札制度や
デザインビルト、総合評価方式等
による競争入札の評価検討業務

落札者決定をランダムに選ば
れた有識者＜第三者＞が行う
ことによって、公共工事の透
明性を高めると共に技術力の
底上げを図る。

入札内容の開示と評価結
果の開示

国土交通省

２―７２
建設技術者の実務
教育

現在、国土交通大学校で実施して
いる建設技術者を対象とした教育
等に関する業務

技術者認定や免許更新時等に
受講している講習会の開催
を、民間企業に委託すること
によって、国費の経費節減や
受講者の負担削減に繋がる可
能性が高い。

設備利用の制限もなく、開講に
掛かる経費、人件費等による競
争入札とする。

現在開講している講座の
受講者数と受講料および
経費、人件費等の詳細

国土交通省

２―７３ 国営公園管理事業

「現在、国が財団法人公園緑地管
理財団に委託している公園管理事
業」

地方公共団体と同じように指
定管理者を応募して、民間事
業者と競争する価値があると
思います。また、規制緩和に
よって公園の新しい利用方法
等が模索可能かと思います。

都市公園法第２条の２、第６
条、第７条、第８条、第９条、
第１０条の３など

・民間事業者もしくは民間事業
者のグループに管理代行させる
ことが可能な規制緩和
・国営公園における占用、工作
物の許可・範囲の拡大

・法人税等の取扱が官民競争に
おいて同一条件になることを望
みます。
・また、毎年の管理費用が固定
化された場合、民間事業者が修
繕費用を複数年繰り越す行為に
対して免税処置がなければ、適
切なマネジメントが不可能。
・落札者の評価に当たっては、
コストだけでなくサービスの質
の向上についても総合的に評価
しなければ、民の創意工夫が適
切に評価されず、官民間の競争
条件が均一化されない懸念があ
る。

・現行の公園管理事業に
ついて、国の関連する直
接的な費用のみならず、
間接的な費用に関する情
報を開示する必要があ
る。
・現行の公園管理事業に
ついて、国の所要人員、
業務量といった情報を開
示する必要がある。

公園の利用状況、管理運
営委託状況、管理運営し
ている財団の財政状況
（競争する公園に限っ
て）、財団の雇用状況
（競争する公園に限っ
て）、経年変化（過去３
年間程度）など

国土交通省

２―７４

ワンストップ行政
手続サービスセン
ターへの行政手続
きのアウトソーシ
ング

（例）
「国土交通省に対する許認可・届け出等の申請手
続は、書面および電子的媒体で行われているが、
これらの手続き書面様式が部局ごとに異なり、特
に電子的な申請手続きにおいては、その申請に用
いる電子的方式が同一省庁であっても部局間で異
なるシステムが採用されている場合が見受けられ
る。このように申請様式、申請方法、申請媒体、
申請の相手先が多種多様化しているのは、国民に
とって非常にわかりにくく、かつ、馴染みにくい
ものとなっている。その一方で政府は電子政府を
構築しているが、オンライン化法により、情報処
理組織に到達した時を申請が行われた時として２
４時間申請ができるようにしているが実際には実
現できていない。そこで、行政書士は官公署に提
出する書類および電磁的記録の作成を業としてい
るので、国土交通省は行政書士により設立された
「行政手続ワンストップサービスセンター」に申
請手続を集中させて一元化し、かつ形式審査等も
委任して、申請手続きの振り分け機関として活用
されたい。行政書士による「行政手続ワンストッ
プサービスセンター」が国土交通省に対する全申
請手続（一例だが特殊車両通行許可・貨物自動車
運送事業等の書面および電磁的記録は全国の部・
支・分局および地方局にまたがる）について作成
および代理・代行をワンストップかつシームレス
（２４時間３６５日稼働）で行うことにより国民
の利便性と電子申請による行政の効率化は格段に
向上する。この先例として現在検討されている
「自動車保有関係ワンストップサービス」があ
る。これは業界の利便性が優先しているとみられ
ているが国民の利便性を向上させるためにもこれ
にも行政書士の活用を盛り込むべく再検討すべき
である。

公務員であった者は行政書士
と成れる。小さな政府を目指
すため、加えて高齢化社会に
おける高齢者の再雇用問題の
解決のために、行政書士によ
る当該事業を行うことは、問
題解決の最善策である。また
国民にとっても公務員であっ
た者および行政書士という専
門家によるサービスが受けら
れることは、国民にも行政に
も効率的かつ安心である。当
然アウトソーシングによって
コストダウンが図られる。

管轄主義と封印制度

自動車保有関係手続きにおい
て、登録自動車に関しては自動
車登録番号標を車体に取り付け
た後、封印を施封しなければな
らない。封印は陸運支局ごとに
交付されることとされている
が、これは管轄主義を反映した
もので、すでに地方法務局の統
廃合にみられる小さな政府化を
阻害する要因となっている。自
動車の検査や抹消登録および破
損した封印の施封は全国どこで
も受付可能となっているのに、
他の申請手続きがわざわざ地方
支局に出向いて行わなければな
らないのは、およそ電子申請に
馴染まない。この際、管轄主義
と封印制度は廃止すべきであ
る。軽自動車の届け出手続きも
ワンストップ電子化すべきであ
る。ちなみに軽自動車も財産的
価値は登録自動車と同等になっ
ているが、封印制度は実施され
ていない。封印は廃止すべきで
ある。

たとえば自動車保有関係手続き
においては、申請書売りさば
き・手数料印紙および納税証紙
の販売、封印取り付け、自動車
番号標が支局ごとに指定した団
体に委託されている。指定団体
には当然委託料も支払われてお
りコスト増の原因でもある。書
面手続き・電子申請手続きを行
おうとする場合、本来役所が行
うべきものを民間委託して細分
化しているのは、申請者および
システム的にも、これらの団体
の窓口を渡り歩くこととなって
おり、時間的およびシステム的
な効率化の面からも役所自ら行
い一極集中化すべきである。ま
たこれらの指定団体は地方勤務
の公務員の天下り先の温床と
なっており、システム癒着と称
されている。ワントップ化のた
めにはこれら周辺団体を整理す
るか全ての機能を委託して官と
民との競争条件を整合すべきで
ある。

「現行の各部局ごとに構
築されている電子申請シ
ステム構築事業につい
て、所要人員、業務量な
どのほか、関連する直接
的な費用のみならず、間
接的な費用に関する情報
を開示する必要があ
る。」　国土交通省に対
する全手続きのワンス
トップサービス化が図ら
れれば、各部局が情報開
示した費用総額は大きく
削減可能となる。

全省庁行政手続き一元化
をワンストップサービス
化することにより、各省
庁を取り巻く外郭団体等
（陰の省庁）の整理を実
現し、政府のコスト削減
が図られる。

国土交通省

２―７５ 政府検査業務

現在会計検査院が実施している
政府検査のうち、特別会計にお
ける業務監査の中の、調達業務
の効率性について監査を行う。

現在会計検査院が行ってい
る業務のうち、主に効率性
の視点から特別会計の調達
に関する監査を行う。
専門的ノウハウをもった民
間の監査法人が監査を行う
ことにより、会計検査院と
協働で強い国の会計検査の
仕組みを作り上げる。
また外部の立場から監査を
行うことにより独立性の強
化した監査ができる。

未記入 未記入

「落札者の評価に当たって
は、会計検査院の検査権限と
同様とすることが必要であ
る。」

「現行の会計検査業務
について、所要人員、
業務量、対象範囲と
いった情報を開示する
必要がある。」

会計検査院と落札者で
会計検査院と検査の対
象分野について契約等
を結ぶ等により役割分
担を明確にし、両者が
協働で政府検査を行う
必要がある。

会計検査院

２―７６ 政府検査業務

現在会計検査院が実施している
政府検査のうち、特殊法人にお
ける財務監査の中の、財務諸表
の正確性について検査を行う。

現在会計検査院が行ってい
る業務のうち、主に正確性
の視点から特殊法人の財務
諸表の監査を行う。
専門的ウハウをもった民間
の監査法人が財務諸表の正
確性の保証機能を果たし、
会計検査院と協働で強い国
の会計検査の仕組みを作り
上げる。
また外部の立場から監査を
行うことにより独立性の強
化した監査ができる。

未記入 未記入

「落札者の評価に当たって
は、会計検査院の検査権限と
同様とすることが必要であ
る。」

「現行の会計検査業務
について、所要人員、
業務量、対象範囲と
いった情報を開示する
必要がある。」

会計検査院と落札者で
会計検査院と検査の対
象分野について契約等
を結ぶ等により役割分
担を明確にし、両者が
協働で政府検査を行う
必要がある。

会計検査院

２―７７ 政府検査業務

今後会計検査院が実施すると思
われる政府検査のうち、省庁別
財務諸表の正確性について検査
を行う。

今後会計検査院が実施する
ことが想定される業務のう
ち、主に正確性の視点から
省庁別財務諸表の監査を行
う。
専門的ウハウをもった民間
の監査法人が省庁別財務諸
表の正確性に対する保証機
能を果たし、会計検査院と
協働で強い国の会計検査の
仕組みを作り上げる。
また外部の立場から監査を
行うことにより独立性の強
化した監査ができる。

未記入 未記入

「落札者の評価に当たって
は、会計検査院の検査権限と
同様とすることが必要であ
る。」

「現行の会計検査業務
について、所要人員、
業務量、対象範囲と
いった情報を開示する
必要がある。」

会計検査院と落札者で
会計検査院と検査の対
象分野について契約等
を結ぶ等により役割分
担を明確にし、両者が
協働で政府検査を行う
必要がある。

会計検査院
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２―７８
会計検査院業務の
一部民間委託

特定はできない。

検査院の検査結果によると、
実施される検査は国や対象の
政府関係機関の数%にしか達し
ていないとのこと(某新聞)。
手が回らないのであれば、一
部を民間の監査法人に委託し
たらどうか?

会計検査院
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